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1

）

l
暦
応
四
年
比
丘
尼
妙
光
上
桂
荘
寄
進
文
書
日
録
写
を
中
心
に
し
て

I



山
城
国
上
桂
荘
文
1-lF
日
録
に
っ
い
て

（
一
）

（
一
〇
）

一
通

同
妙
円

一一状、
質
一銀
・a-
・

（
一
一
）

四
通

御
仏
事
用
途
請
取

四

む
す
び
に
か
え
て

七
〇

(2)

一
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
一
四
世
紀
前
半
の
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
前
期
の
山
城
国
上
桂
荘
、
上
野
荘

、
上
桂
上
野
荘
あ
る
い
は

、
桂
上
野
額
な
ど

と
よ
ば
れ
た
荘
国
の
領
家
職

、
あ
る
い
は
、
領
主
職
の
帰
属
を
め
ぐ
る
紛
我
を
視
野
に
い
れ
、
紛
争
の
発
端
と
な
っ
た
荘
園
の
質
N
と
そ

れ
に
関
連
す
る
文
書
群
の
東
寺
へ
の
寄
進
に
際
し
作
成
さ
れ
た
日
録

（以
下

、
「質
入
関
連
文
書
目
録

」
と
ぃ
う
）
を
と
り
あ
げ
る

。
上

桂
荘
の
所
領
は
、
桂
川
を
挟
ん
で
現
在
の
京
都
市
西
京
区
上
桂
・
桂
上
野
と
右
京
区
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
た

。

上
桂
荘
に
当
該
質
が
設
定
さ
れ
た
事
情
の
概
略
は
、一
價
務
者

（質
入
人
）
で
あ
る
比
丘
尼
妙
円
等
が
、
二
回
に
わ
た
り
合
計
六
〇

1一員
文

一
5
-

を
債
権
者

（質
取
人
）
で
あ
る
平
氏
女
か
ら
借
用
し
た

。
そ
の
保
証
と
し
て
上
桂
荘
相
伝
手
継
文
書
八
通
を
担
保
と
し
て
借
状

（利
息
付

金
銭
消
費
貸
借
・

文
普
質
入
設
定
契
約
書
）
を
作
成
し
、
さ
ら
に
上
桂
荘
売
券

（売
却
書
）・
上
桂
荘
讓
状

（贈
与
書
）
も
作
成
し
て
債

（
6
-

権
者
で
あ
る
平
氏
女
に
渡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る

。
そ
の
後
、
價
務
不
履
行
が
要
因
と
な
り
、
上
桂
庄
の
権
益
を
主
張
す
る
源
氏
女
側

と
束
寺
と
の
本
所
帰
属
紛
争
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た

。
そ
れ
は
、
建
武
四

（一
三
三
七
）
年
八
月
か
ら
康
永
四

（一
三
四
五
）
年
五
月
の

約
八
年
間
に
わ
た
り
公
家
か
ら
武
家
へ
、
さ
ら
に
、
武
家
か
ら
公
家
へ
と
裁
定
の
場
を
移
管
し
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
事
例
で
あ
る

。

ま
た
、
当
該
貸
借
契
約
に
際
し
て
設
定
さ
れ
た
質
は
、-
裁
難
、
あ
る
い
は
、
ル
難
と
い
わ
れ
る
非
占
有
質
に
属
し
、
所
領
を
差
質
と
す



る
代
わ
り
に
、
当
該
所
領
に
関
す
る
権
利
関
係
文
書
を
質
入
れ
す
る
文
書
確
の
事
例
で
も
あ
る

。
と
く
に
、
領
有
的
な
性
格
を
も
っ
荘
園

構
造
の
特
館
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
特
質
か
ら
み
て
も
荘
国
の
質
入
は
文
書
質
が
適
合
的
で
あ
る

。
な
お

、
質
に
は
占
有
質

（
一・一m-'

）
と
ぃ
わ
ゆ
る
現
在
の
抵
当
に
あ
た
る
非
占
有
質

（差
質
・
見
質
）
と
が
あ
り
、
所
領
の
入
質
の
場
合

、
價
権
者
は
質
地
か
ら
収

益
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
債
務
者
か
ら
別
に
利
子
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
質
流
れ
が
禁
止
さ
れ
て
い
た

。
そ
れ
に
対
し
差

質
の
場
合

、
價
務
者
は
利
子
支
払
い
義
務
を
負
い

、
債
務
の
弁
済
期
間
が
す
ぎ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
利
子
の
額
が
元
本
と
同
額
に
な
れ

一9
）

ば

、
質
物
は
流
れ
て
債
権
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る

。

上
桂
荘
に
関
す
る
質
入
関
連
文
書
日
録
は
二
種
類
あ
る

。
一っ
は
債
務
者

（質
入
人
）
側
の
質
入
関
連
文
書
日
録
と
、
も
う

一っ
は
債

権
者

（質
取
人
）
側
の
質
入
関
連
文
書
日
録
で
あ
る

。
前
者
は
、
居
応
四

（一
三
四

二
年

一
〇
月
二

一
日
の
比
丘
尼
妙
光
寄
進
文
書
日

録
軸

（以
下

、
「日
録

一
」
と
表
記
す
る
）
で
あ
り
、
後
者
は
、
年
月
日
未
詳

南
泉
房
成
尋
所
持
上
桂
荘
文
書
日
鋼

（以
下

、
「日
録
二

」

と
表
記
す
る
）
で
あ
る

。
本
稿
で
は
、
前
者
の
比
丘
尼
妙
光
寄
進
文
書
日
録
写
を
対
象
と
し
、
こ
の
寄
進
文
書
日
録
写
に
示
さ
れ
た
文
書

の
具
体
的
文
書
名
の
特
定
、
そ
の
復
元
と
検
討
を
行
う

。

（
l
）

瀬
野

:

相

一
郎
福

「日
本
荘
国
史
大
辞
典

」
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
五
・

一
三
六
頁
、
阿
部
猛
・
佐
藤
和
彦
組

「日
本
荘
国
大
辞
典
」
東
京

堂
出
版
、
一
九
九
七
年

、
一
一
頁
参
照

。
本
指
で
は
、
上
桂
荘
の
呼
称
に
続

一
し
た

。

上
桂
荘
は
、
一
二
世
紀
末
に
七
条
院
の
甥
一前
厳
か
ら
七
条
院

（一
一五
七
～

一
二
二
八
年

。
高
倉
天
皇
と
の
間
に
後
高
-ll-
院
と
後
-f
羽
天
一墨
を
産
む

。）

に
寄
進
さ
れ
て
七
条
院
領
を
-a
成
す
る
一杜
圖
の
一っ
と
な
る

。
七
条
院
領
は
、
一
二
二

一
年
の
承
久
の
乱
で
京
方

（朝
廷
方
・
後
f
羽
上
・a
通

方
）
と
し
て

一
時
鎌
倉
那
府
が
没
収
さ
れ
た

。
そ
の
後
、後
高
倉
院
に
返
通
さ
れ

、後
高
倉
院
か
ら
母
の
七
条
院
に
戻
さ
れ
る

。
こ
の
七
条
院
領
は
安
真
二
（一
二
二
八
）

年
八
月
五
日
に
七
条
院
か
ら
修
明
門
院

（一
一
八
二
～

一一=
ハ
四
年

。後
島
羽
天
皇
と
の
間
に
順
徳
天
皇
を
産
む

。）
へ
譲
与
さ
れ

、
さ
ら
に
、
建
長
三

（3

山
城
国
上
桂
荘
文
-!-F
目
録
に
っ
い
て

（一
）

七



（一
二
五

二
年

一
〇
月
八
日
に
修
明
門
院
か
ら
四
-t:
宮
善
続
親
王

（以
下

、
四
:i-
親
王
と
表
記
す
る

。
～
文
保
元

（一
三
一
七
）
年
三
月
二
十
九
日
没
。

順
徳
天
皇
の
子
）
へ
-讓
与
さ
れ
た

。
し
か
し
、
そ
の
後
、
四
:i-
親
王
が

、
正
応
二

（一
二
八
九
）
年
に
後
字
多
上
皇

（一一=
ハ
七
-
一
三
二
四
年
没

。
天

基
在
位

（一
二
七
四
～

一
二
八
七
年
）
。
治
天
の
君

（後
二
条
天
皇
期

（一
三
〇

一
～

一
三
〇
八
年
）
、
後
醒
E
天
一一f-ll-
期

（一
三

一
八
～

一
三
二
一
年
））

に
対
し
て
な
し
た
寄
進
行
為
が
紛
争
原
因
の
一
っ
と
な
っ
た

。
お
そ
ら
く
、
そ
の
後
は
後
字
多
法
皇
か
ら
後
醒
動
天
皇

（一
二
八
八
～

一
三
三
九
年
没

。

尊
治
親
王
。
一
三
一
八

（文
保
二
）
年
天
皇
即
位

。一
三
二

一
（元
事
元
）
年

一
二
月
に
後
宇
多
法
皇
の
院
政
を
廃
止
し
て
記
録
所
を
再
興

、
新
政
を
開

始
し
た

。）
に
一調Ma
与
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

。
南
北
朝
期
に
な
る
と
南
朝
と
な
り
京
都
を
離
れ
た
後
醒
if
天
皇
の
本
家
職
は
形
式
的
な
も
の
と
な
り
、
実

質
的
に
東
寺
が
担
う
こ
と
と
な
る

。
こ
こ
に
東
寺
は
、
正
和
二
（一
三
一
三
）
年
に
寄
付
さ
れ
た
上
柱
荘
の
領
家
戰
と
と
も
に
本
家
戰
を
領
有
す
る
こ
と

と
な
る

。

正
和
二

（一
三
一
三
）
年
に
四

．:i!:
親
王
が
領
有
し
て
い
る
上
桂
荘
は
、
後
字
多
法
皇
が
他
の
荘
国
と
交
換
す
る
こ
と
を
条
件
に
東
寺
に
寄
付

（的一与
）

さ
れ
た

。
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
東
寺
領
と
し
て
正
和
五
（一
三

一
六
）
年
預
所
大
納
言
法
印
通
我
の
も
と
で
下
司
沙
弥
通
覚
を
一一一一一--任
者
と
し
て
上
柱
-a-
の

正
検
注

（
正
式
な
荘
園
内
の
土
地
面
積
等
と
耕
作
人

（年
貢
負
担
者
）
の
調
査
）
を
実
施
し
、
田
地
約

一
五
町
八
段
、
定
米

（年
貢
米
）
約
七
九
石
を
把

握
し
た

。
ま
た
、
東
寺
領
上
桂
荘
は
、
結
原
里
・
郡
里
・
尾
花
里
・
足
長
里
・
曾
相
里
・
村
合
里
・
荒
木
里
・
大
豆
里
・
桑
原
里
・
市
原
里
の
一
〇
ヵ
里

に
故
在
し
て
い
た
。
一
〇
カ
Ma
の
な
か
で
も
結
原
里
・
部
里
・
尾
花
里
・
足
長
里
に
期
一a-
地
が
集
中
し
て
ぃ
た

。
一
四
世
紀
前
半
は
、
上
控
荘
は
本
-a…
・
新
荘
・

河
原
田
で
構
成
さ
れ

、
一
四
世
紀
末
に
は
本
荘
・
故
在
で
構
成
さ
れ
て
い
た

。

上
桂
荘
は

、
桂
川
の
氾
濫
平
野
に
位
置
し
、
桂
川
の
洪
水
に
よ
る
河
道
変
更
に
さ
ら
さ
れ
た

。
錢
倉
期
の
桂
川
は
現
河
道
よ
り
南
側
、
九
世
紀
は
さ
ら

に
南
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り

。
現
在
の
河
適
に
な
る
の
は

一
四
世
紀
末
と
推
定
さ
れ

、
こ
の
河
道
変
更
は
上
桂
--EE
の
中
心
的
水
田
地
帶
を
壊
減
さ

せ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る

。
他
方
、
桂
川
は
、
洪
水
も
も
た
ら
し
た
が
、
治
中
の
丹
波
口
か
ら
桂
・
経
原
・
老
ノ
坂
を
へ
た
丹
波
に
向
か
う
交
通
の
要
，

l
f
i

で
あ
り
、平
安
期
に
は
、紅
葉
の
最
勝
の
地
と
し
て
有
名
で
藤
原
適
長
の
桂
山
荘
を
は
じ
め
貴
族
の
山
荘
が
あ
っ
た

。
ま
た
、河
川
交
通
の
要
-lf-
で
も
あ
り
、

木
材
通
搬
さ
ら
に
陸
揚
地
と
し
て
嵯
峨
・
梅
津
・
桂
は
三
津
と
よ
ば
れ
活
発
な
商
業
活
動
も
行
わ
れ
て
ぃ
た

。
上
桂
荘
は

、
農
耕
を
中
心
と
し
、
一
方
で

は
桂
川
の
洪
水
に
個
ま
さ
れ
、
他
方
で
は
交
通
や
桂
川
を
利
用
し
た
木
材
商
業
の
要
術
地
と
し
て
機
能
し
た
と
推
測
さ
れ
る

。

（
2
）

上
桂
庄
の
請
紛
争
の
全
体
像
の
概
略
図
・
年
表
に
っ
い
て
は
、
源
城
政
好

「東
寺
領
上
桂
庄
に
お
け
る
領
主
権
確
立
過
程
に
っ
い
て

1
伝
領
と
そ
の

相
論

-
」
（同

「京
都
文
化
の
伝
播
と
地
域
社
会
ー

所
収
、
思
文
開
出
版

、
二
〇
〇
六
年

。
初
出

、
日
本
-l-
研
究
会
史
料
研
究
部
会
組

「中
世
の
権
力
と

民
衆

」
所
収
、創
元
社

、一
九
七
〇
年
）
七
-
一
一
買
参
照

。 i
石

1ll-
敬
子

「徳
治
三
年
二
月
十
目

「比
丘
尼
妙
円
等
連
署
日
吉
上
分
物
fll-
状
案

」を
め
ぐ
っ

て

」（
「東
寺
文
-l;:
研
究
会

」報
告
レ
ジ
ュ
メ

、一
九
九
四
年
七
月
二
四
日

、京
都
学
生
研
修
会
館
）
。上
島
有
「山
城
国
上
桂
庄
の
一
通
の
一課
作
文
書
（
二
I
非

(4)

山
城
国
上
性
荘
文
-!f
日
録
に
つ
い
て

（
二

七
二



山
城
国
上
桂
荘
文
---F
目
録
に
っ
い
て

（
二

七
三

文
字
列

:

個
報
の
歴
史

:

相
報
資
源
化

-
」（
「古
文
・一3一研
究
」
七
〇
号
、
二
〇

一
〇
年
一
一
月
）
三
、
一
二
・
一
三
頁
参
照

。

（
3
）

中
田
一無
「日
本
中
世
の
不
動
産
質

」（同
「法
制
史
論
集

」
二
巻
所
収
、岩
波

一一W一店
、一
九
三
八
年
）
。
管
野
文
夫

「中
世
に
お
け
る
土
地
売
買
と
質
契
約

」

（「史
学
雑
誌
」
九
三
編
九
号
、
一
九
八
四
年
九
月
）
。新
田

一
郎

「日
本
中
世
の
社
会
と
法

1
国
制
史
的
変
容

，，
・

一一（東
京
大
学
出
版
会

、
一
九
九
五
年
）

七
四
～

一
一
八
頁
参
照

。
西
村
安
博

「取
引
法

」（浅
古
弘
・
伊
藤
孝
夫
・
植
田
信
廣
・
神
保
文
夫
福

「日
本
法
制
史
」
所
収
、
1

l
f

林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）

一
四
〇
・
一
四

一
買
参
照

。
井
原
今
朝
男

「日
本
中
世
價
務
史
の
研
究
」
（東
京
大
学
出
版
会

、
二
〇

一
一
年
）
一
--
五
二
買
参
照

。
な
お

、
従
来
の
売
買
、

質
入
の
対
象
と
な
る

「所
領

」
と
い
う
概
念
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

、
あ
る
意
味
で
近
代
的
所
有
統
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
不
動
産
の
イ
メ
ー
ジ
に
近

い

一
筆

一
華
の
土
地
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
本
積
で
対
象
と
す
る
荘
園
所
領
と
の
区
別
を
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
ぃ
よ
う
に
お
も
わ

れ
る

。
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い

。

（4
）
上
桂
荘
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
源
城
政
好

「東
寺
領
上
桂
庄
に
お
け
る
領
主
一確-n
確
立
過
程
に
っ
い
て

1
伝
領
と
そ
の
相
論

1
」（同
「京
都
文
化
の

伝
播
と
地
域
社
会

」
所
収
、
思
文
間
出
版

、
二
〇
〇
六
年

。
初
出

、
日
本
史
研
究
会
史
科
研
究
部
会
福

「中
世
の
;lf
力
と
民
衆
ー

所
収
、
創
元
社
、

一九
七
〇
年
）
。
細
野
善
彦

「東
寺
学
衆
と
学
衆
方
荘
国
の
成
立

」（
「中
世
東
寺
と
東
寺
領
荘
国

」
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会

、
一
九
七
八
年
）
、
同

「東

寺
領
荘
国
に
っ
い
て

」
（同

「日
本
中
世
土
地
一刷
度
史
の
研
究

」
所
収
、-

E
l
l

f

房
、一
九
九

一年
、五
八
三
・
四
頁
）
。伊
藤
喜
良

「室
町
幕
府
と
武
家
執
奏

」

（「日
本
中
世
の
王
権
と
-lf
成

」
所
収
、
同
朋
會

、
一
九
九
三
年

。初
出

、
「日
本
史
研
究
」
一
四
五
号
、
一
九
七
四
年
）
。金
田
章
裕

「桂
川
の
河
道
変
通

と
東
寺
領
上
桂
荘

」
（「微
地
形
と
中
世
村
落

」
所
収
、
吉
川
弘
文
館

、
一
九
九
三
年

。
初
出
、
「京
都
市
歴
史
資
料
館
紀
要
ー

第

一
〇
号
、
一九
九
二
年

一
一月
）
。京
都
府
立
総
合
資
科
館
歴
史
資
料
課
組

（武
田
修

編
集
担
当
）
「第
七
回
東
寺
百
合
文
書
展

上
桂
庄

1
伝
領
と
相
論

1一
」
（京
都
府
立
総

合
資
料
館

、
一
九
九
〇
年
）
。
武
田
修

「上
桂
庄

」（東
寺
宝
物
館
福

「東
寺
と
そ
の
庄
国

」
所
収
、
一
九
九
三
年
）
一
七
七
・
八
頁
、
同

「長
徳
三
年
玉

手
則
光
寄
進
状
と
上
桂
庄
差
図
に
っ
い
て

」（「京
都
府
立
総
合
資
料
館
紀
一
き
第
二
二
号
、一
九
九
四
年
三
月
）
。
池
田
好
信

「山
城
国

1
上
桂
荘

1
」（細

野
善
彦
・
石
井
進
・
稲
垣
泰
彦
・
永
原
慶
二
編

「講
座
日
本
荘
圖
史

」
七

（近
一
設
地
方
の
荘
国
n
）
所
収
、
吉
川
弘
文
館

、
一
九
九
五
年
）
二
三
1-
一=
ハ
頁

。

上
島
有
r
山
城
国
上
桂
庄
の
一
通
の
一課
作
文
-llF
（一
）
1
非
文
字
列
情
報
の
匯
史
情
報
資
源
化

1
」
（「古
文
書
研
究
」
-

七
〇
号
、
二
〇

一
〇
年

一
一
月
）
、

同
r
山
城
国
上
桂
庄
の

一
通
の
一計一作文
-!l:

（二
）
1
非
文
字
列
--l-
報
の
歴
史
相
報
資
源
化

1
」
（「古
文
・e一一研究
」
七
一
号
、
二
〇

一
一
年
五
月
）
。
三
藤

秀
久

「鎌
倉
末
期
に
お
け
る
荘
官
の
悪
党
化

-
山
城
国
上
桂
荘
に
お
け
る
東
寺
の
支
配
確
立
と
悪
党
事
件

1
」
（悪
党
研
究
会
一福

「中
世
荘
圓
の
基

」
9
」

所
収
、岩
田
-l!f
院

、二
〇

一
三
年
）
。
伊
藤

一
義

「一
四
世
紀
に
お
け
る
山
城
国
上
野
荘
に
つ
い
て

」（「法
学
」
四
八
一一空
ハ
号
、一
九
八
五
年
二
月
）
、同

「山

城
国
東
寺
領
上
野
荘
下
司
聚
清
-le
の
一
動
向

1
居
応
三
～
四
年
の
名
主
戰
を
中
心
に

1
」「（「法
制
史
研
究
」
四
二
号
、一九
九
二
年
二
月
）
、同

「一
四

世
紀
前
半
に
お
け
る
東
寺
の
山
城
国
上
野
荘
支
配

1
学
衆
評
定
引
付
を
中
心
に

I
」
「（
「東
北
学
院
大
学
論
集
・

法
律
学

」
四
三
・
四
四
合
併
号
、
(5)



山
城
国
上
桂
荘
文
-!;:
目
録
に
つ
い
て

（一
）

七
四

一
九
九
四
年
三
月
）
、
同

「東
寺
領
山
城
国
上
桂
荘
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
い
て

1
幡
応
二
年
の
東
寺
庭
中
中
状
を
中
心
に
し
て

1
」（服
藤
弘
司
先
生

^M・

寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
相-a
「日
本
法
制
史
論

一器
-
紛
争
処
理
と
統
治
シ
ス
テ
ム

ー
」
所
収
、
創
文
社

、
二
〇
〇
〇
年
）
、
同

「東
寺
領
山
城
国
上
柱
上
野

荘
の
給
主
戰
に
っ
い
て

」（東
寺
文
一一0-一一研
究
会
紹

「東
寺
文
書
に
み
る
中
世
社
会

」
所
収
、東
京
堂
出
版
、一
九
九
九
年
）
、同

「山
城
国
上
野
荘
史
科

（上
）
、

（下
）
」
（
「宮
城
学
院
女
子
大
学
一a
害
教
研
究
所
研
究
年
報
」
二

一
号
、
二
二
号
、
一
九
八
八
年
三
月
、
一
九
八
九
年
三
月
）
、
同

「山
城
国
上
野
莊
史
料

日
録

（一
）
、
（
二
）
、
（
三
）
」（
「東
北
学
院
大
学
論
集
・
法
--l-
学
」
三
一儿・L号
、
四
二
号
、
四
五
号
、
一
九
九
一
年
九
月
、
一
九
九
三
年
三
月
、
一
九
九
四

年

一
〇
月
）
。
な
お
、そ
の
他
の
文
献
に
関
し
て
上
記
文
献
、お
よ
び
、京
都
府
立
総
合
資
料
館
福

「東
寺
百
合
文
書
に
み
る
日
本
の
中
世

」
（京
都
新
間
社
、

一
九
九
八
年
）
と

「京
都
府
立
総
合
資
料
館
紀
要

」
三
六
号

（二
〇
〇
八
年
）
所
収
の

「東
寺
百
合
文
il;
関
係
論
文
目
録

」
を
参
照

。

（5
）
一一Bl9
治
三

（
一
三
〇
八
）
年
二
月
一
〇
日

業
日
吉
上
分
物
ftl-
状
案

（
「東
寺
百
合
文
-!f
」
ケ
西
八
号
。
大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
3
-

一-

日
書
上
分
物
fl-
状
菜

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
一
三
号
）
。千
世
松
丸
・
広
康
・
妙
円
連
署
日
吉
上
分
物
借
状
写

（
「東
寺
百
合
文
書

」
ヒ
函
四
三
号

（
三
）
。

上
島
有
福

「山
城
国
上
桂
庄
史
料
」
上
巻
、
一
六
五
号

（
3
））
で
五
〇
一M
文
借
用
、
徳
治
三
（
一
三
〇
八
）
年
六
月
三
〇
日

比
丘
尼
妙
円
・
大
中
臣

広
藤
連

一一一一 :日
書
上
分
物
術
状

（
「東
寺
百
含
文

t
l，-」

ヌ
一

i
l
E
t

:
号
。
上
島
有
描

「山
城
国
上

:

f
-
i

i
M
-
-一料
」
上
卷
、
一
一儿・L号
）
で

一
〇

一一 ::

文
1l:-
用
し
、
合
計

六
〇
一一一一 :一文
と
な
る

。
前
者
史
料
に
っ
い
て
は
後
述
す
る

。

（
6
）
徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
二
月
一
二
日

平
氏
女
桂
上
野
荘
文
一普
語
取
状

（「東
寺
文
-l;
」
無
号
之
部

一
九
号

。
平
氏
女
上
桂
庄
文
--lf
講
取
状

上
島

有
一構
「山
域
国
上

:

整
比
-一一一料
」
上
卷
、
一
-

:

-t;
号
）
。
こ
の
請
取
状
に
は
、
桂
上
野
1l-…
文

1

M
--lf
八
通
と
、
新
劵
三
通
を
受
け
取
つ

た
と
記
投
さ
れ
て
い
る

。
こ

れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

。

（
7
）
注

（3
）
所
引
西
村
安
博
論
文
四

一
頁
、
注

（
3
）
所
引
中
田
藤
論
文
三
五
八
～
三
六
二
頁
参
照

。

（
8
）

石
:

-
:

-

:

進

「荘
国
の
領
有
体
系

」
（
細
野
善
彦
他
一相-a
「一那
座
日
本
-a
国
---

2
」
所
収
、
一一一---川
弘
文
館

、
一一ル
九
-

l
L

九

一
年
）
一ル・L八
～

一
一
七
一員-
参
照
。
注

（
3
）
所
引
新
田

一
郎
論
文

一
四
〇
～

一
五
二
買
参
照
、
小
山
的
-llf

「古
代
荘
国
か
ら
中
世
荘
国

へ
」
（
同

「中
世
寺
社
と
荘
圖

」
所
収

、
增
-!;
一一 i一一一、

一
九
九
八
年
）
二
七
五
～
二
八
三
頁
参
照

。
川
端
新

「荘
国
制
成
立
史
研
究
の
視
角

」
（
「荘
国
制
成
立
史
の
研
究
」
所
収
、
思
文
f91
出
版

、
二
〇
〇
〇
年
）

三
～
二
〇
一員
参
照

。

（
9
）

注

（
3
）
所
引
西
村
安
博
論
文
四
〇
・
四

一
頁
参
照

。

（10
）

「自
河
本

東
寺
百
合
古
文
書

」
第

一
〇
六
冊

。
上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
科

」
上
巻
、
一
一
一
号
参
照

。

な
お
、
文
il-
名
は
、
原
則
と
し
て
上
島
有
福

「山
城
国
上
桂
庄
史
料
」
の
文
1l--
名
を
も
ち
い
た

（
上
島
有
一el

n

「山
城
国
上
柱
庄
史
料

」
上
・
中
・
下
卷
、

東
京
堂
出
版

、
一
九
九
八
・
二
〇
〇
〇
・
二
〇
〇
三
年
）
。
-t-
料
の
a-
刻
に
際
し
、
割
注
部
分
は

（
）の
記
号
で
示
し
た

。
ま
た
、
「山
城
国
上

:一一一一圧
-
-・一料
」

(6)



に
あ
る
紙
i能
日
・
行
末
改
行
等
の
表
記
・
記
号
は
省
略
し
た

。
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
る

。
ま
た
、
「東
寺
百
合
文
-!f
」に
っ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
京
都
府
立
総
合
資
料
館

「東
寺
百
合
文
密

W
E
B
」
を
利
用
し
た

。
上
島
有

「東
寺
百
合
文
-llf
と
中
1ll:
ア
ー
カ
イ
プ
ス
学
研
究
の
黎

明

1
百
合
文
書
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
の
公
開
に
よ
せ
て

1
」
（「京
都
府
立
総
合
資
料
館
紀
要
」
四
三
号
、
二
〇

一一五
年
三
月
、
と
く
に
七
二
～
七
八
頁
）

参
照

。

（
ll
）

「東
寺
百
合
文
-!f
」
シ
西
八
六
号

。
上
島
有
組

「山
城
国
上
桂
座
史
料

」
上
卷
、
一
三
五
号
。

こ
の
目
録
は
、
年
月
日
来
詳
で
あ
る
が
康
永
二

（一
三
四
三
）
年

一
一
月
四
日

（
南
泉
房
成
舉
上
桂
荘
相
伝
文
書
讓
状

（「東
寺
百
合
文
;!F
」
マ
函

四
四
号
。
上
島
有
福

「山
城
国
上
性
庄
史
料

」
上
巻
、一
三
三
号
））
か
ら

」
-l-
永
三
（一
三
四
四
）
年

一
一
月
四
日

（南
泉
一一一一一一;成
舉
袖
判
契
約
米
請
取
状

（「東

寺
百
合
文
-lf
」チ
函

一
七
号
。
上
島
有
一構

「山
城
国
上
控

」
E1…
----
料

」
上
卷
、
一
四
四
号
））
ま
で
の
1lll
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

。
な
お
、
上
島
有

氏
は
、こ
の
南
泉
房
成
舉
所
持
上
桂
荘
文
書
目
録
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
比
丘
尼
教
明
藤
原
氏
女
讓
状
案

（「東
寺
百
合
文
-!--

」京
函
二
四
号

。

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
一
〇
号
）
の
有
す
る
;lI-
要
性
と
特
質
に
っ
い
て
詳
述
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
本
稿
作
成
の
動
機
の
一っ
に
な
っ

た

（
上
島
有

「山
城
国
上

:n
-

:

産
の
一
通
の
離
作
文
-lf
（一
）
（
二
）
1
非
文
字
列
flf
報
の
匯
更
flf
報
資
源
化

1
」（
「古
文
-l-
研
究
」
七
〇
号
、
二
〇

一
〇

年

一
一
月
、
「同
」
七
一
号
、
二
〇

一
一
年
五
月
）
参
照

。
南
泉
房
成
舉
所
持
上
桂
荘
文
-!f
目
録
に
っ
い
て
は

、
別
稿
を
予
定
し
て
い
る

。

二

比
丘
尼
妙
光
上
桂
荘
寄
進
文
書
日
録
写
に
示
さ
れ
た
文
書
名
の
特
定

束
寺
方
上
桂
荘
預
所
道
我
が
中
心
と
な
り
、
質
入
人

（價
務
者
）
方
比
丘
尼
妙
光

（徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
六
月
三
〇
日
付
借
状
の

（
2
）

l

:;
）

債
務
者
の
一
人
で
あ
る
祖
母
比
丘
尼
妙
円
よ
り
上
桂
荘
を
譲
与
さ
れ
た
孫
娘
）
か
ら
質
入
関
連
文
普
の
寄
進
を
う
け
、
権
律
師
良
成
が
目

（・一

録
を
作
成
し
た
も
の
が
比
丘
尼
妙
光
寄
進
文
書
目
録
写

（
こ
れ
を
以
下
、
「日
録

こ
と
表
記
す
る
）
で
あ
る

。
目
録
作
成
者
の
統
律
師

良
成
は
、
質
入
関
連
文
書
の
寄
進
に
対
す
る
毎
年
の
報
酬
受
取
に
質
入
人
方
比
丘
尼
妙
光
か
権
律
師
良
成
の
署
名
と
花
押

（「判
形

」）
を

必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

、
質
入
人
方
比
丘
尼
妙
光
側
の
人
物
と
思
わ
れ
る

。

山
城
国
上
桂
荘
文
---F
日
録
に
っ
い
て

（一
）

(7)

七
五



山
城
国
上
桂
荘
文
-!f
日
録
に
っ
い
て

（
二

-ヒ

六

比
丘
尼
妙
光
寄
進
文
書
日
録
写

（正
確
な
文
書
名
表
示
が
必
要
な
場
合
を
除
き
、以
下

、「比
丘
尼
妙
光
寄
進
文
書
日
録

」あ
る
い
は

「日
（8

）

録

一
」と
す
る
）
は

、
左
の
通
り
で
あ
る

。

【史
料

一
】

上
桂
庄
調
度
文
書
日
録
事

一
通

平
氏
女
質
券
返
契
状

（徳
治
三
二
十
二

）

三
通

口
入
人
山
信
喜
楽
坊

（少
前
僧
都
円
堅
一一一一 :一状
案

）

三
通

同
円
堅
内
々
状

二
通

広
康
和
与
状

三
通

四
:i-
宮
令
旨

二
通

成
舉
大
弐
阿
間
梨
好
訴
状

二
通

妙
法
院
宮
令
旨

二
通

同
時
玉
熊
丸
陳
状

二
通

妙
円
・
妙
光
譲
状

一
通

同
妙
円
刷
状

、
質
券
事

四
通

御
仏
事
用
途
請
取

右
送
進
目
録
如
件



居
応
四
年
十
月
廿
一
日

権
律
師
良
成

（花
押
影
）

具
体
的
に

「史
料

こ
（目
録

一
）
に
対
応
す
る
文
書
名
を
特
定
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る

。

（一
）

一通

平
氏
女
質
券
返
契
状

（徳
治
三
二
十
二

）

（
S
）

徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
二
月
一
二
日

平
氏
女
桂
上
野
荘
文
書
請
取
状

（「東
寺
文
書

」
無
号
之
部

一
九
号
）

^ ::=・ ::='

② ① 巴 ③ ② ① i ③ ② ① ;:;

三
通

口
入
人
山
僧
喜
楽
坊

（少
-E
僧
都
円
9一一一一一状
案

）

（徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
）
二
月

一
〇
日

喜
楽
房
円
堅
書
状

（「東
寺
百
合
文
書

」
（
-・一

（年
未
詳
）
七
月

一
〇
日

喜
楽
房
円
堅
書
状

（「束
寺
百
合
文
書

」
チ
西
二
四
四
号
）

（0
）

年
未
詳
九
月
八
日

喜
楽
房
円
竪
書
状

（「束
寺
百
合
文
書

」ョ
函

一
八

一
号
）

三
通

同
円
a一 :一内
々
状

徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
二
月

一
〇
日

某
日
吉
上
分
物
借
状
案

（「東
寺
百
合
文
書

」

年
月
日
未
詳

某
讓
状
案

（「束
寺
百
合
文
書

」
ユ
画

一
六
五
号

年
月
日
未
詳

某
売
券
案

（「東
寺
百
合
文
書

」
ユ
画

一
六
五
号

二
通

広
康
和
与
状

（
l0
）

（
二
）

一:
-

（二
））

正
和
五

（一
三

一
六
）
年
五
月
二
〇
日

大
中
臣
広
康
・
藤
原
氏
女
連
署
和
与
中
分
契
約
状

（「束
寺
百
合
文
書

」
み
函

一
二

一12
）

号
）

文
保
元

（一
三
一
七
）
年

一
二
月

一
五
日

大
中
臣
広
康
置
文
写

（
「白
河
本

東
寺
百
合
古
文
書

」
第
五
九

一確
）

（9
）

山
城
国
上
桂
荘
文
書
日
録
に
っ
い
て

（一
）

七
七



山
域
国
上
:a

基
文
-!;:
日
録
に
つ
い
て

（一
）

七
八

（
五
）

三
通

四
、-t:
宮
令
旨

一 :
-

:

-

①

正
和
五

（一
三
一
六
）
年
五
月
一
六
日

四
:i:-
宮
善
統
親
王
令
旨

（「東
寺
百
合
文
書

」ホ
函

一
一
号
）

②

正
和
五

（一
三
一
六
）
年
五
月
一
六
日

四
;i-
宮
善
統
親
王
令
旨

（「東
寺
百
合
文
書

」
こ
函
四
四
os利
）

t

l

6
一

③

年
月
日
来
詳

四
、-:l:
宮

:

普
統
親
王
女
房
奉
書

（「東
寺
文
書

」
射
二
）

（六
）

二
通

成
尋
大
弐
阿
間
梨
一一一1一訴
状

こ
の
二
通
の
fl;
訴
状
に
該
当
す
る
文
-!f
名
の
比
定
に
っ
い
て
は
、
後
述
す
る

「（
七
）
二
通

妙
法
院
宮
令
旨

」
と

「（八
）
二
通

同

時
玉
熊
丸
陳
状

」
と
も
整
合
性
を
も
ち
、
か
っ
、
こ
の
当
時
の
訴
訟
手
続
を
形
式
的
か
っ
厳
格
に
適
用
し
た
場
合
に
は
左
記
の
よ
う
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る

。

①

（嘉
暦
三

（一
三
二
八
）
年
）
二
月
二
二
日

南
泉
坊
成
尋
申
状

（
「東
寺
百
合
文
書

」
ヒ
面
一二
五
g
利

）

②

（嘉
層
三

（
一
三
二
八
）
年
）
九
月
二
〇
日

南
泉
坊
成
尋
書
状

（「一基
芭
湖
博
物
館
所
蔵
文
部

」）

比
丘
尼
妙
光
・
種
康

（玉
熊
丸
）
か
ら
上
桂
荘
の
文
書
寄
進
を
受
け
た
東
寺
が
種
康
の
名
前
を
借
り
て
東
寺
が
実
質
的
な
訴
人
と
し
て
、

成
尋
を
論
人

（被
告
）
と
し

「四
:i-
宮
正
応
御
譲
状
等
七
通

」
の
返
却
を
求
め
る
訴
訟

（こ
れ
は
束
寺
が
、
源
氏
女
の
面
を
替
え
た
頼
清

一l9
一

に
対
し
て
違
法
な
訴
訟
手
段
と
非
難
し
た
同
じ
手
法
の
訴
訟
）
を
暦
応
四

（
一
三
四

一
）
年

一
二
月

日
に
検
非
違
使
庁
に
提
訴
し
た

。

そ
の
際
に
唯

一
の
証
拠
文
書
と
し
て
機
能
し
た
文
書
が
（嘉
暦
二
（
一
三
二
七
）
年
）
六
月
七
日

南
泉
坊
成
尋
請
文
（「束
寺
百
合
文
書

」

マ
画
三
四
:
，W
）
で
あ
る
た
め
、
こ
の

「目
録

こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
推
定
さ
れ
る

。
た
だ
し
、
中
世
訴a
学
続
と
し
て
は
、

本
来
こ
の
請
文
は
、
玉
熊
丸
側
に
保
管
さ
れ
る
べ
き
文
書
な
の
で

（
八
）
の

「同
時
玉
熊
丸
陳
状
二
通

」
に
副
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
が

、
し
か
し
、
成
尋
大
弐
阿
開
梨
-iif
訴
状
二
通
の
具
書
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
検
討
を
要
す
る

。

( l 0 )



山
城
国
上
桂
荘
文
書
日
録
に
っ
い
て

（
二

七
九

（六
）
、
（七
）
（八
）
を
文
書
の

「か
た
ま
り

」
（文
書
群
）
と
ぃ
う
視
点
か
ら
み
る
と

（六
）-
①
と

（七
）1
①
と
が
セ
ッ
ト

（訴
状

と
令
旨
）
で
こ
の
セ
ッ
ト
に
対
す
る
陳
状
が

（八
）1
①
と
ぃ
う

「か
た
ま
り
」
と
な
り
、
（
六
）1
②
と

（七
）1
②
と
が
セ
ッ
ト

（重

訴
状
と
令
旨
）
で
こ
の
セ
ッ
ト
に
対
す
る
重
陳
状
が

（八
）1
②
と
ぃ
う
も
う
一
っ
の

「か
た
ま
り

」を
な
す

。
こ
の
二
つ
の

「か
た
ま
り

」

が
成
尋
と
玉
熊
丸
の
当
該
紛
争
の
全
体
を
構
成
し
て
い
る

。

（九
）
二
通

妙
円
・
妙
光
讓
状

①

正
中
三

（一
三
一=
ハ
）
年
三
月
八
日

大
中
臣
氏
女
上
桂
荘
譲
状

（「東
寺
百
合
文
書

」
テ
函

一
七
号

（一f
）

））

②

延
座
二

（一
三
〇
九
）
年
一
〇
月
八
日

尼
妙
円
上
桂
荘
讓
状

（「東
寺
百
合
文
-!f
」
テ
画

一
七
号

（-一』一
））

（一
〇
）

一通

同
妙
円
副
状

、
質
券
事

年
月
日
未
詳

（延
慶
二
年
～
）
尼
妙
円
上
桂
荘
譲
状

（「束
寺
百
合
文
書

」
オ
函
二
七
五
第
）

権
律
師
良
成
の

「日
録

こ
の
作
成
意
図
を
斟
酌
す
れ
ば
、（九
）
の
文
書
は

（九
）1
②
、（九
）1
①
の
順
に
貼
り
継
が
れ

一っ
の

「か

た
ま
り
」
を
な
し
、
（九
）1
②
の
副
状
が

（一
〇
）
と
い
う
独
立
し
た
形
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る

。
し
か
し
、
質
入
人
妙
円
・

(n)

（七
）
二
通

妙
法
院
宮
令
旨

①

（嘉
暦
三

（一
三
二
八
）
年
）
八
月
一
三
日

妙
法
院
宮
令
旨

（「束
寺
百
合
文
書

」セ
函
七
六
日ag

）

②

（嘉
暦
三

（一
三
二
八
）
年
）
九
月
二
〇
日

妙
法
院
宮
令
旨

（「東
寺
百
合
文
書

」ホ
函
九
二
第
）

（八
）
二
通

同
時
玉
熊
丸
陳
状

①

（嘉
暦
三

（一
三
二
八
）
年
）
八
月
一
九
日

玉
熊
丸
代
浄
顕
請
文
案

（
「東
寺
百
合
文
書

」
セ
函
七
号

②

（嘉
暦
三

（一
三
二
八
）
年
）
一
〇
月
三
日

玉
熊
丸
代
浄
顯
請
文
案

（「東
寺
百
合
文
書

」セ
函
七
号



山
城
国
上
桂
荘
文
書
目
録
に
っ
い
て

（一
）

八
〇

妙
光
が
保
管
し
て
い
た
段
階
で
は
、
ま
ず
、
（九
）1
②
に
副
状
の

（一
〇
）
が
添
え
ら
れ
、
そ
の
後

（九
）1
①
が
作
成
さ
れ
て
三
通
が

一
っ
の

「か
た
ま
り
」
を
な
し
、
以
下
の
順
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

。

（九
）I
①
正
中
三

（一
三
一=
ハ
）
年
三
月
八
日

大
中
臣
氏
女
山
城
国
上
桂
荘
讓
状

（九
）1
②
延
慶
二

（一
三
〇
九
）
年

一
〇
月
八
日

尼
妙
円
山
城
国
上
桂
荘
譲
状

（一
〇
）

年
月
日
未
詳

尼
妙
円
山
城
国
上
桂
荘
讓
状

そ
の
後

「日
録

こ
の
寄
進
を
う
け
た
束
寺
側
が
、
権
律
師
良
成
の

「日
録

こ
の
作
成
意
図
に
従
い

（九
）
（一
〇
）
と
ぃ
う
形
で
伝

来
し
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る

。

（一
一
）

四
通

御
仏
事
用
途
請
取

( l 2 )

①

嘉
元
二

（一
三
〇
四
）
年
九
月

一
三
日

四
辻
宮
善
続
親
王
家
仏
事
用
途
請
取

（「束
寺
百
合
文
書

」
ヤ
函

一
三
号

②

嘉
元
三

（一
三
〇
五
）
年
九
月
一
二
日

四
辻
宮
善
続
親
王
家
仏
事
用
途
請
取

（「東
寺
百
合
文
普

」
ヤ
函

一
三
号

③

嘉
元
四

（一
三
〇
六
）
年
九
月
一
四
日

四
:i-
宮
善
統
親
王
家
仏
事
用
途
請
取

（
「束
寺
百
合
文
書

」
ヤ
函

一
三
号

④

徳
治
二

（一
三
〇
七
）
年
九
月
一
二
日

四
辻
宮
善
統
親
王
家
仏
事
用
途
請
取

（
「東
寺
百
合
文
書

」
ヤ
函

一
三
号

以
上
、
合
計
二
五
通
で
あ

（確
）

。

四:li 三3o 二29 -3

比
丘
尼
妙
光
寄
進
文
書
日
録
の
対
象
と
な
っ
た
文
書
群
の
具
体
的
内
容
は
、
暦
応
四

（一
三
四

二
年
頃
に
な
っ
て
初
め
て
上
桂
荘
預

所
道
我
や
東
寺
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
は
な
ぃ
か
と
推
測
し
て
い
碼

。

権
律
師
良
成
の

「日
録

こ
の
構
想
は
、
以
下
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

。
質
取
人

（價
権
者
）
平
氏
女
が
、
質
入
人

（
債
務
者
）
比
丘
尼
妙
円
等
よ
り
質
物
と
し
て
入
れ
置
い
た
相
伝
手
継
文
書
八
通
と
借
状
・
譲
状
・
売
劵
三
通
の
請
取
状
の

（
二
で
始



ま
り
、
質
取
人
平
氏
女
の
実
務
代
行
者
と
推
定
さ
れ
る
円
堅
に
よ
る
借
状
・
讓
状
・
売
劵
三
通
の
作
成
過
程
や
借
用
後
の
質
入
人
の
弁
済

経
過
と
そ
れ
対
す
る
質
取
人
の
対
応
を
記
し
た

（二
）1
①
・
（二
）1
②
・
（二
）1
③
と
続
き
、
円
竪
作
成
の
借
状

（三
）1
①
・
讓
状

（三
）

l
②
・
売
劵

（三
）1
③
三
通
の
土
代

（草
案
）
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る

。っ
ぎ
に

、
借
財
返
済
の
た
め
質
物
対
象
で
あ
る
上
桂
荘
取

戻
し
の
対
策
と
し
て
質
入
人
比
丘
尼
妙
円
側
は
、
大
中
臣
広
廉
と
妙
光
御
前
と
の
協
力

（四
）1
①
、
そ
の
後
の
上
桂
荘
取
戻
し
の
対
策

責
任
者
の
交
代

（
四
）1
②
、
そ
れ
に
対
す
る
本
家
に
よ
る
上
桂
荘
の
安
堵

（五
）1
①
・

（五
）-
②
、
（五
）-
③
と
が
対
応
し
て
い
る

。

さ
ら
に

、
質
取
人
と
質
入
人
と
の
上
桂
荘
の
紛
争
に
関
し
て
、
質
取
人
の
訴
状

（六
）1
①
・
（六
）1
②
と
本
所
の
令
旨

（七
）1
①
・
（七
）

l
②
、
こ
れ
へ
の
質
入
人
の
反
論
で
あ
る
陳
状

（八
）1
①
・
（八
）I
②
が
一
っ
の
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る

。
そ
う
し
て
質
入
人
側
の

上
桂
荘
の
相
続
の
正
当
性
を
示
す
讓
状

（九
）1
①
・
（九
）1
②
と

（九
）1
②
の
譲
状
の
副
状

（一
〇
）
が
対
を
な
し
、
最
後
に

、
上

桂
荘
の
当
知
行
の
補
足
的
支
証
と
し
て
本
家
の
仏
事
用
途
請
取

（一
一
）
;
1
①
・
（一
一
）1
②
・
（一
一
）1
③
・
（一
一
）1
④
で
締
め
く

く
ら
れ
て
い
る

。

（
l
）

徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
六
月
三
〇
日

比
丘
尼
妙
円
・
大
中
臣
広
康
連
署
日
吉
上
分
物
借
状

（「東
寺
百
合
文
・一M
-一
」
ヌ
西
七
号

。
上
島
有
編

「山
城

国
上
桂
庄
史
料

」
上
卷
、
一
九
号
）
。

（
2
）

延
慶
二

（一
三
〇
九
）
年
一
〇
月
八
日

尼
妙
円
上
桂
荘
-la
状

（「東
寺
百
合
文

一一一一」
テ
函

一
七
号

（二
）
。
上
一m
日

有
一構

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、

五
八
号

（2
））
。正
和
五

（一
三

一
六
）
年
五
月
二
〇
日

大
中
臣
広
康
・
藤
原
氏
女
連
署
和
与
中
分
契
約
状

（「東
寺
百
合
文
書

」
み
西

一
二
号

。
上

島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
卷
、
三
七
号
）
。

（3
）
比
丘
尼
妙
光
・
康
種
連
署
契
約
状
に
は

、
「彼
ff
訴
を
と

、め
ん
か
た
め
に
、
当
庄
相
伝
の
文
密
等
、
悉
所
奉
寄
進
東
寺
也
、」
と
記
さ
れ
て
い
る

（居

応
四

（一
三
四

一
）
一
〇
月
二
三
日

「東
寺
百
合
文

一a-一」
み
西
二

一号
。
上
島
有
福

「山
城
国
上
挂
庄
史
料

」
上
卷
、
一
一
二
号
）
。
ま
た
、
道
我
の
主

）

導
で
價
務
者
側
の
質
入
関
連
文
1-lF
の
寄
進
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
比
丘
尼
妙
光
側
に
毎
年
御
扶
持
分

（
一
期
の
間

、
毎
年
五
石
）
を
支
給
す
る
と
し
て
い

（l3

山
城
国
上
桂
荘
文
書
日
録
に
っ
い
て

（
二

八



る

（腐
応
四

（一
三
四

二

一
〇
月

一九
日

一型
無
適
院
適
我
契
約
状
楽

（「同
上

」チ
西

一
四
号

（二
）
。
上
島
有
組

「同
上
」
上
卷
、一四
一
号

（2
）
。

腐
応
四

（一
三
四

一
）
一
〇
月
二
三
日

聖
無
道
院
適
我
抽
判
契
約
状
索

（「同
上

」チ
画

一四
号

（三
）
。
上
一馬
有
福

「同
上
」
上
卷
、一
四

一
号

（3
）
。

解
応
四

（一三
四

一
）
一
〇
月
二
七
日

:Ni
買
等
通
署
率
!--
案

（「同
上

」へ
西
四

一
号

。
上
・-f
有
細

「同
上
」
上
一然一、
一
一
三
号
））
。な
お
、
一〇
月

二
七
日
付
祐
a
-一等
速

一着
奉
書
案
の
御
使
:

術
費
は
預
所
適
我
の
代
官
で
、
御
使
の
も
う
一
人
は
真
祐
の
可
能
性
が
あ
る

。
た
だ
し
、
東
寺
と
比
丘
尼
妙
光
等

と
の
良
好
な
関
係
は
、一服I-
永
三

（一
三
四
四
）
年
二
月

日
に
破

:

構
す
る
と
と
も
に

、破
:

総
し
た
場
合
に
寄
進
文
-!f
を
返
却
す
る
と
ぃ
う
条
件
も
無
視
さ
れ

、

妙
光
が
寄
進
し
た
文
-!i:
は
東
寺
に
略
本
さ
れ
こ
と
と
な
っ
た

（比
丘
尼
妙
光
申
状

（「東
寺
百
合
文
-l-
」
チ
面

一
四
号

（一
）
。
上
島
有
組

「山
城
国
上
桂

庄
史
科

」
上
卷
、
一
四

一号
（l
））
。

（4
）
前
出
第

一
章
注

（10
）
所
引
一一一--料参
照

。
幡
応
四

（一
三
四

二

一〇
月
二
七
日

:
-一一資等
連
署
-

l
n

1!-
索

（「一果
等
百
合
文
-!::
」へ
面
四

一号
。上
la
有

一相a
「山
城
国
上
桂
庄
史
料

，一
上
卷
、
一
一
三
号
）
。

（
5
）
平
氏
女
上
機
-a…
文
-!:
期
取
状

上
島
有
1la
「山
域
国
上
雄
-E1…
--l-
科

」
上
卷
、
一七
号
参
照

。

（
6
）
上
島
有
-ia
「山
域
国
上
桂
庄
史
料

」
上
卷
、
一六
号
参
照

。

（7
）
上
-f
有
一
相-a
「山
城
国
上
雄
---…
-l--
料

」
上
卷
、
二
四
号
参
照

。

（8
）
上
-a
有
組

「山
城
国
上
桂
庄
更
料

」
上
卷
、
二
五
号
参
照

。

（9
）
大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
署
日
吉
上
分
物
借
状
案

上
島
有
福

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
卷

、
一
三
号
参
照

。

（10
）
大
中
E-
千
代
松
丸
等
連
器
漲
状
案

上
la
有
紹

「山
城
国
上

:

-
一M
-

・一 :一M
中

一科
」
上
卷
、
一
五
号

（l
）
参
照

。

（n
）
大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
E

者

一一-a一一一索
上
島
有
福

「山
城
国
上
性
庄
史
科
」
上
卷
、
一
五
号

（2
）
参
照

。

（l2
）
上
l-3
有
組

「山
城
国
上
桂
庄
史
料
」
上
卷
、
三
七
号
参
照

。

（l3
）
上
島
有
組

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
卷
、
五
〇
号
参
照

。

（l4
）
上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
卷
、
三
四
号
参
照

。

（l5
）
上
島
有
細

「山
城
国
上
機
産
史
科
」
上
卷
、
三
五
号
参
照

。

（l6
）
上
島
有

i

糊E

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
卷
、
三
六
号
参
照

。

（l7
）
上
lf
有
-la
「山
城
国
上
機
座
史
料

，一
上
船
一、
六
四
号
参
照

。

（l8
）
上
島
有
紹

「山
城
国
上
桂
庄
史
科

」
上
卷
、
七
一
号
参
照

。

（
l9
）

左
術
m
' :
財
一服
一

種
一
養
中
状
一一 :

-
:
:

一a
-
-
-

一一一W-
（「一一果一一一・百
合
文
-llF
」
ケ
画
二
九
号

（一
）
（二
）
。
上
出
有
指

「山
域
国
上

:一使
庄
史
料

」
上
卷

-

一
八
号

（i
）

(14)

山
城
国
上
桂
荘
文
-!-
目
録
に
つ
い
て

（
二

八
二



三

比
丘
尼
妙
光
上
桂
荘
寄
進
文
書
日
録
写
に
示
さ
れ
た
文
書
の
検
討

前
章
で
行
つ
た
文
書
目
録

（日
録

一
、
【史
料

ニ
）
に
示
さ
れ
た
文
書
名
の
特
定
に
基
づ
き
具
体
的
に
個
別
文
書
の
内
容
の
概
略
と

5

そ
の
検
討
を
す
る
こ
と
と
-
る

。

（1

山
城
国
上
桂
荘
文
書
日
録
に
っ
い
て

（一
）

八
三



山
域
国
上
桂
荘
文
密
日
録
に
つ
い
て

（一
）

八
四

（一
）

一通

平
氏
女
質
券
返
契
状

（徳
治
三
二
十
二

）

徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
二
月
一
二
日

平
氏
女
桂
上
野
荘
文
書
請
取
状

（「東
寺
文
書

」
無
号
之
部

一
九
号

。
平
氏
女
上
桂
荘
文
書

請
取
状

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
卷
、
一
七
号
）
。
「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
の
一

護
記
同
様
に
不
明
部
分
は
、
「白
河
本

東
寺
百
合
古
文
書

」
第
五
九
冊
の
写
を
参
照
し
た

。

(16)

【史
料

一
1
（
;:;;
-

（端
一m我書
）

「か
っ
ら
の
も
ん
そ
と
も
う
け
と
ら
せ
給
ふ
ミ

（
二
H
）

と
く
ち
三
ね
ん
二
月
十
口
口

」

か
っ
ら
の
か
ミ
の

、し
や
う
の
も
ん
そ
、
い
ん

（
た
l一か
‘）

し
ん
け
ん
参
つ
う
口
口
口
口
給
候
ぬ
、

の
と
し

や

1、
れ

口一lf
lコl1il
女

花
押



〔

内
容
の
概
要
〕

質
取
人
平
氏
女
が
質
入
人
比
丘
尼
妙
円
側
か
ら
桂
上
野
庄
の
相
伝
手
継
文
書
八
通
の
証
文
と
新
券
三
通
を
請
け
取
つ
た
と
し
て
い
る

。

新
劵
三
通
と
は
、
借
状

、
譲
状

、
売
券
の
こ
と
で
あ
る

。
質
取
人
は
、
借
状
記
-9
の
通
り
徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
よ
り
四
年
間
は
質
流

れ
と
し
な
い

、
も
し
違
反
し
た
な
ら
ば

「咎
」を
う
け
る
と
ぃ
う
罪
科
文
書
付
で
誓
約
し
て
い
る

。

〔

内
容
の
検
討
〕

平
氏
女
桂
上
野
荘
文
書
請
取
状
は
正
文
で
あ
る

。
桂
上
野
庄
文
書
・
院
宣
・
殿
下
の
御
教
書
-a
通

（八
通
）
と
な
っ
て
い
る

。
ま
た
、

相
伝
手
継
文
書
に
従
え
ば
正
確
に
は

「上
桂
庄

」と
す
べ
き
で
あ
る
が

「桂
上
野
庄

」
（「桂
」
の

「上
野
庄

」）
と
な
っ
て
い
る
理
由
に

っ
い
て
は
不
明
で
あ
る

。
こ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
借
状
、
讓
状
、
売
券
で
あ
る
新
券
三
通
の
正
文
は

、
円
竪
に
よ
り
徳
治
三

（一
三
〇
八
）

年
）
二
月

一
〇
日

某
日
吉
上
分
物
借
状
案

（「東
寺
百
合
文
書

」ケ
函
八
号

。
大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
署
日
吉
上
分
物
借
状
案

上
島

有
編
r
山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
一
三
号
）
、
年
月
日
未
詳

某
讓
状
案

（「束
寺
百
合
文
書

」
ユ
函

一
六
五
号

（一
）
。
（徳
治
三
年

二
月
一
〇
日
）
大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
署
讓
状
案

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
卷
、
一
五
号

（
l
））
と
年
月
日
未
詳

某

売
券
案

（r
束
寺
百
合
文
書

」
ユ
函

一
六
五
号

（二
）
。
（徳
治
三
年
二
月
一
〇
日
）
大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
署
売
券
案

上
島
有
編

「山

城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
一
五
号

（2
））
を
土
代

（本
章

（三
）
参
照
）
と
し
て
作
成
さ
れ
た
証
文
三
通
と
考
え
ら
れ
る

。
し
か
し
、

当
該
新
劵
三
通
の
正
文
も
案
文
、
写
も
伝
来
し
て
い
な
ぃ
と
推
定
す
る

。

（二
）
三
通

ロ
入
人
山
僧
喜
楽
坊

（少
-E
僧
都
円

一0一」一一一一状
案

）

①

（徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
）
二
月
一
〇
日

喜
楽
房
円
竪
書
状

（「束
寺
百
合
文
書

」
の
函
五
七
号

。
上
島
有
編

「山
城
国
上

( l7)

山
城
国
上
桂
荘
文
書
日
録
に
っ
い
て

（一
）

八
五



山
城
国
上
桂
荘
文
書
日
録
に
っ
い
て

（
二

桂
庄
史
料

」
上
卷
、
一六
号
）

八
六

(18)

【史
料

一1
（二
）1
①
】
（

:g
は

、
読
み
下
の
順
を
示
す

。）

（本
紙
端
要
ウ
ラ
書
）

「

（切
封
墨
引
）

本
口
御
房

円
堅
」

（本
紙
袖
）（切

封
）

需
申
人
々
も
申
候
ハ
ん
と

申
候
き
、
か
や
う
の
事
く
ハ
し
く

う
け
給
へ
く
候

、
あ
な
か
し
く

二
月
十
日

円
堅

④
か
っ
ら
の
事
、
き
の
ふ
ハ
ち
う
日
に
て
候
し
か
ハ
、
さ
た
め
て
御
は

，か
り
候
ハ
ん
す
ら
ん
と
て
、
し
も
よ
り
し
た

、め
て

、
し

や
う
の
あ
ん
を
も
ま
ぃ
ら
せ
す
候

、
け
ふ
よ
う
と
う
を
ゃ
ら
せ
給
候
へ
き
ょ
し
う
け
給
候

、
せ
う
も
ん
の
あ
ん
ま
い
ら
せ
候

、
し

さ
い
候
ハ
す
ハ
、
し
も
へ
申
つ
か
ハ
し
候
へ
く
候

、
又
せ
う
も
ん
に
と
り
か
へ
候
ハ
ん
す
る
よ
う
と
う
ハ
、
ま
っ
い
く
ら
に
て
候



や
ら
ん
、
す
く
に
か
の
と
こ
ろ
へ
も
た
せ
候
て
、
せ
う
も
ん
を
給
候
て
、
ミ
な
を
ハ
ま
ぃ
ら
せ
候
ハ
ん
と
申
候

、
又
こ
の
あ
ん
ハ
、

し
や
う
く
ゎ
う
房
二

御
も
ん
た
う
候
け
る
ふ
ん
を
か
き
て
候

、
ち
か
ひ
て
候
ハ

、
、
う
け
給
候
へ
く
候

、
又
ゆ
っ
り
状
う
り
ふ
ミ

に
ハ
、
ね
ん
か
う
も
候
ハ
て
、
御
な
は
か
り
に
て
候
へ
く
候
、
又
て
っ
き
に
さ
ゑ
も
ん
と
の

、御
な
に
て
候
へ
ハ
、
た
ハ
か
き
て

候
つ
と
も
、
御
は
ん
を
ハ

'

〔

内
容
の
概
要
〕

質
取
人
平
氏
女
の
実
務
代
行
者
円
竪
か
ら
桂

（の
上
野
庄
）
に
関
し
て
、「し
も

」（「下
」は
質
取
人
の
居
住
地
か
。
【史
料

一
1
（二
）

l
②
】
）
の

「き
た
こ
う
ち

」
（北
小
路
と
同
地
か
））
よ
り

「し
や
う
の
あ
ん

」（状
案
）
を
受
け
取
つ
た

。
質
入
人
が
必
要
と
し
て
い
る

借
用
金
額
で
あ
る

「よ
う
と
う

」
（
用
途
）
を
確
認
し
て
報
告
せ
よ

。
用
途
が
確
定
次
第
、
借
状
の

「せ
う
も
ん

」
（証
文
）
を
作
成
し
た

上
で
借
用
金
額
を
支
払
う

。
こ
の
借
状
の
案

（土
代
）
は

「し
や
う
く
わ
う
房

（妙
円
・
広
廉
側
の
人
物
か
）
」
と
打
ち
合
わ
せ
て
合
意

し
た
内
容
を
記
載
し
た

（「御
問
答
候
け
る
分
を
書
き
て
候

」）
。
讓
状
・
売
文
の
土
代
に
つ
い
て
も
訂
正
・
加
筆
が
あ
れ
ば
連
絡
し
て
く

る
よ
う
に
と
い
う
書
状
で
あ
っ
た

。

〔

内
容
の
検
討
〕

質
取
人
の
実
務
代
行
者
円
堅
は
、
借
状
の
案

（
土
代
）
作
成
に
際
し
、
質
入
人
妙
円
・
広
康
側
の
人
物
と
思
わ
れ
る

「し
ゃ
う
く
ゎ
う

房

」
（
【史
料

一
-
（二
）1
③
】
参
照
）
と
打
ち
合
わ
せ
て
合
意
し
た
内
容
を
記
載
し
た
し
た
こ
と

。
ま
た
譲
状
・
売
文
の
土
代
に
つ
い

て
も
訂
正
・
加
筆
が
あ
れ
ば
連
絡
せ
よ
と
い
う
内
容
で
あ
る

。
こ
れ
は
、
質
取
人
側
が
借
状
・
識
状
・
売
文
内
容
の
主
導
梅
を
有
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は

一
方
的
で
は
な
く
質
入
人
の
意
向
も
解
酌
し
た
合
意
形
成
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
様
子
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
時

( l9 )

山
城
国
上
桂
荘
文
一a
-一日
録
に
っ
い
て

（
二

八
七



山
城
国
上
桂
荘
文
書
日
録
に
っ
い
て

（一
）

八
八

に
提
示
さ
れ
た
借
状
・
讓
状
・
売
文
の
土
代
が

「（三
）

三
通

同
円
堅
内
々
状

」
で
質
入
人
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
現
わ
れ

2o

）

て
い
る

。

②

（年
未
詳
）
七
月

一
〇
日

喜
楽
房
円
竪
書
状
（「束
寺
百
合
文
書

」チ
函
二
四
四
号

。
（応
長
元
年
）
七
月
一
〇
日

上
島
有
編

「山

城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
二
四
号
）
。

【史
料

一
1
（二
）1
②
】
（④
～
〇
は
、
読
み
下
の
順
を
示
す

。）

（本
紙
袖
）

（切
封
跡
）

〇
ふ
て
う
に
候

⑧
一
ね
ん
の
り
ふ
ん
を
た
に

や
う
に
候
事

も
御
さ
た
候
は
て
、
い
ま

な
け
き
ぃ
り
候

、

か
や
う
に
候
へ
ハ
、
一
か
う
に
ミ
の

④
ま
ぃ
り
候
て
申
入
候
へ
く
候
へ
と
も
、
そ
れ
も
人
に
て
こ
そ
申
候
へ
ハ
と
て
申
候
、
か
っ
ら
の
事
、
御
さ
た
も
み
ち
ゅ
き
候
ハ
ぬ

よ
し
う
け
給
候

、
返
々
も
た
ぃ
な
く
候
、
そ
れ
に
っ
き
候
て
、
御
も
ん
そ
い
れ
お
か
せ
給
候
い
し
か
、
き
た
こ
う
ち
に
も
よ
う
と

う
ぃ
り
候
て
、
ほ
か
に
人
の
か
た
へ
つ
か
ハ
し
候

、
そ
の
人
の
も
と
よ
り
、
か
っ
ら
か
よ
う
に
候
う
へ
ハ
、
こ
と
し
ハ
、
の
り
す

ゑ
み
や
う
へ
ひ
と
を
く
た
し
候
ハ
ん
す
る
に
て
候

、そ
の
や
う
を
こ
こ
ろ
え
よ
と
申
た
ひ
て
候

、い
か
や
う
に
候
へ
く
候
や
ら
ん
、

も
し
こ
れ
に
て
又
御
さ
た
候
て
、
御
み
ち
や
り
も
ゃ
候
ハ
ん
す
ら
ん
と
て
、
い
そ
き
申
候

、
御
返
事
ニ
う
け
給
候
て
、
っ
た
へ
申



へ
く
候
よ
し
申
さ
せ
給
候
へ
、
あ
な
か
し
く
、

七
月
十
日

円
堅

（
礼
紙
奥
ウ
ワ
書
）

「

（
切
封
墨
引
）

（
ミ
）

お
ほ
口
や
と
の

円
竪
」

〔

内
容
の
概
要
〕

質
取
人
の
実
務
代
行
者
円
竪
に
質
入
人
か
ら
桂
上
野
庄
に
関
す
る
領
有
の
た
め
の
諸
行
動

（
「沙
汰

」）
が
機
能
し
て
い
な
ぃ
点
が
報
告

さ
れ

、
こ
れ
に
対
し
円
竪
か
ら
北
小
路

（
「し
も

」
と
同
じ
で
あ
ろ
う
）
に
住
す
る
質
取
人
に
も
経
費
調
達
の
必
要
が
あ
り
、
当
該
質
物

の
相
伝
手
継
文
書
を
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
、
そ
の
相
伝
手
継
文
書
を
受
け
継
い
だ
人
か
ら
桂
上
野
庄
に
関
す
る
領
有
が
で
き
な
ぃ
場
合

は
替
地
を
要
求
す
る
旨
の
伝
言
が
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
質
入
人
が
一
年
分
の
利
息
未
払
い
に
よ
り
円
堅
の
不
手
際
が
叱
資
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た

。

〔

内
容
の
検
討
〕

当
該
質
物
の
相
伝
手
継
文
書
を
他
人
に
渡
し
た
と
は
、
延
麼
三

（
一
三
一
〇
）
年
三
月
五
日
の
質
取
人
平
氏
女
に
よ
る
山
門
東
塔
北
谷

十
禅
師
二
季
彼
岸
料
所
へ
の
寄
進
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

（
同
年
月
日

平
氏
女
寄
進
状
案

（
「束
寺
百
合
文
書

」
ほ
函
二
〇
号

。

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
二
〇
号
）
）
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
質
入
人
に
も
そ
の
事
実
が
知
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な
る

。
(21)

山
城
国
上
桂
荘
文
書
目
録
に
っ
い
て

（
一
）

八
九



山
城
国
上
桂
荘
文
--lF
目
録
に
つ
い
て

（
一
）

九
〇

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料
」
上
巻
、
二
四
号
で
の

（
応
長
元
年
）
と
す
る
根
拠
は
、
後
年
の
編
一器
で
あ
る

「束
寺
百
合
文
書

」

ヒ
西
四
三
号

（
五
）
。
上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料
」
上
巻
、
一
六
五
号

（
5
）
の

「延
慶
四

」
（一
三
一
一
年
）
と
ぃ
う
年
号
が
応

長
と
改
元
し
た
こ
と
を
う
け
応
長
元
年
と
す
る
が
、
正
文
に
付
年
号
は
存
在
し
な
い
の
で
、
寄
進
を
う
け
た
東
寺
が
編
一器
時
に
備
忘
録
的

に
挿
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る

。
東
寺
が
挿
入
し
た
根
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
の
推
定
の
ご
と
く
応
長

一ミ
）

元

（一
三
一
一
）
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
正
文
に
基
づ
き
未
詳
と
し
た

。
ま
た
、
宛
所
の

「お
お
口
や
と
の

」
と
は
、
大
宮

に
四
:-

-
:

-l:
親
王
家
の
邸
宅
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で

（「故

四
:

-
1

:
-t;
大
富
よ
り
、
藤
原
氏
女
二

讓
下
さ
れ

」（
居
応
四

（
一
三
四

一
）
年

一
〇
月
二
三
日

比
丘
尼
妙
光
・

康
種
連
署
契
約
状

（
「東
寺
百
合
文
書

」
ミ
函
二

一
号

。
上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料
』

上
巻
、

一
一
二
号
）
）
、
こ
こ
で
は
大
宮
に
あ
る
四
:
-
1

:一-:親
王
家
が

一地所
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

。
し
か
し
、
円
整
が
実
際
に
書
状
を
送
つ
た

相
手
は
当
該
書
状
を
所
持
し
て
い
る
質
入
人
妙
円
・

広
康
で
あ
る

。

③

年
来
詳
九
月
八
日
・

，一普
楽
一一M一円整
書
状

（
「一果
一一一一 :・一自
合
文
書

」
ヨ
画

一
八

一
号
。
上
島
有
組

「山
域
国
上
:n一M

・一H :一史
料

」
上
卷
、

二
五
号
）
。

(22)

【史
料

一
1
（二
）1
③
】
（
④
～
〇
は

、
読
み
下
の
順
を
示
す

。）

（
本
紙
袖
）

（
切
封
）

〇
（
省

略
）

③

（省

略
）



④
一
日
た
ぃ
ふ
の
き
み
に
て
申
候

、
か
っ
ら
の
事
、
み
や
う
ね
ん
ま
て
み
ち
ゅ
き
候
ハ
す
は

、

の
り
す
ゑ
み
ミ
や
う
を
、
へ
ち
の
御
け
ぃ
し
ゃ
う
を
し
て
給
候
ハ
ん
す
る
、

こ
と
し
あ
ふ
ミ
の
い
ら
ん
を
ハ
と
め
よ
と
お
ほ
せ
候
け
る
と
、
し
ゃ
う
く
ゎ
う
ハ
う
申
候
あ
ひ
た
、

そ
の
や
う
を
申
て
候
へ
ハ
、
口
口
口
そ
の
御
し
ゃ
う
を
や
か
て
給
へ
く
候

、

（省

略
）

九
月
八
日

（礼
紙
奥
ウ
ワ
書
）

「
（（切
封
墨
引
）

お
お
ミ
や
と
の
申
さ
せ
給
へ

円
竪

」

円
整

〔

内
容
の
概
要
〕

来
年
ま
で
に
桂
上
野
庄
の
領
有
回
復
が
で
き
な
い
場
合
は
、
替
地
と
し
て

「の
り
す
ゑ
ミ
や
う

」
（の
り
す
ゑ
名

（所
在
地
不
明
））
を

も
ら
う
、
そ
の
た
め
に
の
り
す
ゑ
名
と
の
相
博

（交
換
）
に
関
す
る
契
約
状
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
質
入
人
妙
円
・
広
康
側
の
人
物
と

考
え
ら
れ
る

「し
や
う
く
ゎ
う
房

」も
ぃ
っ
て
い
る
と
記
較
し
た
書
状
を
質
入
人
に
送
付
し
て
い
る

。

〔

内
容
の
検
討
〕

質
入
人
妙
円
・
広
康
側
の
人
物
か
と
考
え
ら
れ
る

「し
ゃ
う
く
ゎ
う
房

」（
【史
料

一
-
（二
）1
①
】
参
照
）
が
交
渉
相
手
と
し
て
で

て
く
る

。
こ
こ
で
も

「お
お
ミ
や
と
の

」と
は
四
:i-
親
王
家
を
指
す
が
、
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
形
式
的
に
大
宮
に
あ
る
四
;-:-
親
王

（23

山
城
国
上
桂
荘
文
9F

目
録
に
っ
い
て

（
二

九



山
城
国
上
桂
荘
文
一na

一目
録
に
っ
い
て

（一
）

九
二

家
を
宛
所
と
し
て
い
る
が
、
円
里
が
実
際
に
書
状
を
送
つ
た
相
手
は
質
入
人
妙
円
・
広
康
で
あ
る

。
な
お
、
「少
-E
僧
都
円
堅
」一一J状
案

」

、

の
乞
状

「案
」
を
重
視
す
れ
ば

、っ
ぎ
に
論
及
す
る

「同
円
竪
内
々
状

」の
三
通
が
該
当
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
だ
け
指
摘
し
て
お
く

。
(24)

（三
）

三
通

同
円
里
内
々
状

①

徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
二
月
一
〇
日

某
日
吉
上
分
物
借
状
案

（「東
寺
百
合
文
書

」
ケ
西
八
号

。
大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
署

日
吉
上
分
物
借
状
案

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
一
三
号
）
。

【史
料

一
1
（
三
）1
①
】

か
り
う
く
る

ひ
よ
し
上
ふ
ん
の
よ
う
と
う
の
事

合

伍
十
買
文
者

（
た

'l

右
く
た
ん
の
よ
う
と
う
ハ
、
月
こ
と
に

一
買
へ
ち
に
三
十
文
の
り
ふ
ん
を
く
ゎ
へ
て
、
け
た
い
な
く
ゎ
き
ま
へ
候
へ
し
、
口
口
し

一l
．
-

一一''1
，
）

し
ち
も
ち
に
ハ
、
や
ま
し
ろ
の
く
に
か
っ
ら
の
か
ミ
の

、口
口
口
し
ゃ
う
の
て
っ
き
せ
う
も
ん
・
い
ん
せ
ん
と
う
を
い
れ
お
き
候

、

こ
の
り
ふ
ん
、
一
ね
ん
ち
う
を
け
う
し
て
、
し
ゎ
す
に
あ
け
候
へ
し
、
も
し
り
を
あ
け
候
ハ
す
ハ
、
一
は
い
す
候
ハ

、
、
せ
う
も

ん
に
ま
か
せ
て
、
こ
の
庄
を
一
ゑ
ん
に
な
か
く
し
ら
せ
給
候
へ
し
、
も
し
り
ふ
ん
を
と
し
こ
と
に
あ
け
候
ハ

、
、
五
か
ね
ん
ま
て

ハ
御
ま
ち
候
へ
、
た
と
ひ
り
ふ
ん
を
け
た
い
な
く
あ
け
て
候
と
も
、
五
か
ね
ん
ま
て
、
も
と
を
か
へ
し
ま
ぃ
ら
せ
候
ハ
す
ハ
、
な

か
く
こ
の
庄
を
と
ら
れ
ま
ぃ
ら
せ
候
へ
し
、
も
し
り
ふ
ん
を
あ
く
る
と
し
、
あ
け
ぬ
と
し
候
ハ

、
、
四
か
ね
ん
に

、
こ
の
庄
を
し



ら
せ
給
候
へ
、
も
し
一
ね
ん
の
り
ふ
ん
を
あ
け
か
け
て
、
ミ
な
も
さ
た
候
ハ
さ
ら
ん
を
ハ
、
あ
け
ぬ
と
し
に
な
さ
れ
ま
ぃ
ら
せ
候

へ
し
、
し
ん
け
ん
を
い
れ
お
き
候
う
へ
ハ
、
ゆ
め

く
し
さ
い
あ
る
ま
し
く
候

、
も
し
こ
の
庄
、
こ
う
し
に
つ
け
て
、
お
も
ぃ
の

ほ
か
に
、
い
か
な
る
い
ら
ん
も
ぃ
て
き
候
ハ

、
、
一
は
い
百
貫
文
を
さ
た
し
か
へ
し
候
へ
く
候
、
け
た
ひ
し
候
ハ

、
、
い
か
な
る

さ
た
を
い
た
さ
れ
候
と
も
、
さ
ら
に
し
さ
い
を
申
ま
し
く
候

、
よ
て
、
の
ち
の
た
め
せ
う
も
ん
の
し
や
う
く
た
ん
の
こ
と
し
、

と
く
ち
三
ね
ん
二
月
十
日

（紙
継
日
要
花
押
半
分
）

〔

内
容
の
概
要
〕

日
吉
上
分
物
で
あ
る
五
〇
貫
文
を

一
カ
月
一
買
文
に
っ
き
三
十
文
の
利
息

（一
年
で
十
八
貫
文
の
利
息
と
な
る

。）
で
借
用
す
る

。
借

用
の
担
保
に
桂
上
野
荘
の
手
継
証
文
・
院
宣
等
の
文
書
を
質
入
れ
す
る

。
利
息
は
毎
年

一
二
月
に
支
払
う

。
原
則
と
し
て
、
も
し
利
息
未

一-
-

払
い
で
利
息
額
が
元
本
の
五
〇
貢
と
同
額
と
な
っ
た
場
合
は

、
質
流
れ
と
し
て
質
取
人
の
も
の
と
な
る

。

〔

内
容
の
検
討
〕

右
記
史
料
に
は
、
署
判
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
千
世
松
丸
の
署
判
が
借
状
正
文
に
あ
っ
た
か
疑
問
で
も
あ
る
の
で

「某
日
吉
上
分

物
借
状
案

」と
し
て
お
き
た
ぃ
。
こ
れ
に
対
し
上
桂
荘
相
論
文
書
に
収
め
ら
れ
た
日
吉
上
分
物
借
状
写
に
は
千
世
松
丸
・
広
康
・
妙
円
三

名
の
連
署
と
な
っ
て
ぃ
る

（徳
治
三
年
二
月

一
〇
日

（「束
寺
百
合
文
書

」
ヒ
函
四
三
号

（三
）
。
上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上

巻
、
一
六
五
号

（3
）））
。
こ
の
千
世
松
丸
・
広
康
・
妙
円
の
連
署
判
の
文
書
は
、
成
舉
か
ら
寄
進
さ
れ
た
相
伝
文
書

（「日
録
二

」）
あ
っ

た
文
書
の
写
と
考
え
ら
れ
る

。
ま
た
、
こ
の
成
尋
か
ら
寄
進
さ
れ
た
相
伝
文
書
の
千
世
松
丸
・
広
康
違
署
日
吉
上
分
物
借
状
の
写
が

「白

（25

山
城
国
上
桂
荘
文
一a :一日
録
に
つ
い
て

（
二

九
三



河
本

東
寺
百
合
古
文
書

」
第

一
七
九
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る

。
そ
の

「白
河
本

束
寺
百
合
古
文
書

」
第

一
七
九
冊
の
写
に

「妙
円

」

が
欠
け
て
い
る
の
は
書
写
の
際
、
奥
部
分
の
余
白
が
な
か
っ
た
た
め
に
省
略
さ
れ
た
か
、
次
帖
に
書
く
の
を
忘
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
と
推

定
さ
れ
る

。

こ
の
文
書
は
、
喜
楽
房
円
竪
自
筆
の
質
取
人

（價
権
者
）
側
作
成
の
借
状
案
の
土
代
で
あ
る

。
そ
れ
ゆ
え
内
々
状
と
称
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う

。
こ
の
借
状
案
が
質
入
人
に
提
示
さ
れ

、
質
入
人
側
に
伝
来
し
た

。
前
述
し
た

【史
料

一
1
（二
）1
①
】
に
よ
れ
ば

、
千
代
松
丸

の
署
判
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る

。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
は
徳
治
三

（一
三
〇
八
）
年
二
月

一
〇
日
に
っ
づ
き
同
年
六
月
三
〇
日
に
さ

ら
に

一
〇
貫
文
を
借
用
し
た
が
、
そ
の
借
用
者
は
比
丘
尼
妙
円
・

大
中
臣
広
康
連
署
判
で
あ
り
、
質
物
は
二
月

一
〇
日
と
同
じ
桂
上
野
荘

で
あ
る
こ
と

（
徳
治
三

（
一
三
〇
八
）
年
六
月
三
〇
日

比
丘
尼
妙
円
・
大
中
臣
広
康
連
署
日
吉
上
分
物
借
状

（「東
寺
百
合
文
書

」
ヌ

函
七
号

。
上
島
有
編

「山
域
国
上
桂
庄
史
料

」上
卷
、一
九
号
）
。
二
つ
め
は
、後
述
す
る
【史
料

一
1
（四
）-
①
】
の
正
和
五
（一
三
一
六
）

年
五
月
二
〇
日

大
中
臣
広
康
・
藤
原
氏
女
連
署
和
与
中
分
契
約
状

（
「束
寺
百
合
文
書

」み
函

一
二
号
。
上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄

史
料

」上
巻
、三
七
号
）に
も
そ
の
名
は
で
て
こ
な
ぃ
。
た
だ
し
、和
与
中
分
契
約
状
お
よ
び
【史
料

一
1
（五
）1
①
】
正
和
五
（一
三

一
六
）

年
五
月
一
六
日

四
--
宮
善
統
親
王
令
旨

（「東
寺
百
合
文
書

」
ホ
函

一
一
号

。
上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
三
四
号
）

に
あ
る
吉
若
丸
が
千
代
松
丸
で
あ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
ぃ
が

、
質
入
人
の

「日
録

こ
に
は
直
接
に
千
代
松
丸
の
記
破
は
な
ぃ
。
そ

れ
に
対
し
債
権
者
側
の
質
入
関
連
日
録

（「日
録
二

」）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
文
書
に
は

「大
中
臣
千
代
松
丸

」
「千
代
松
丸

」は
、
四
通

の
文
書

（「平
ち
よ
た
い
丸

」
を
入
れ
れ
ば
五
通
の
可
能
性
が
あ
る

。）
に
そ
の
名
が
出
て
く
る

。
こ
こ
で
は
、
事
実
の
指
摘
だ
け
に
と
ど

め
て
お
く

。

②

年
月
日
未
詳

某
讓
状
案

（（「東
寺
百
合
文
書

」ユ
函

一
六
五
号

（一
）
。
（
徳
治
三
年
）
月
日
未
詳

大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
署

(26)
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讓
状
案
并
売
券
案

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
一
五
号

（1
））
。

【史
料

一
1
（三
）1
②
】

（紙
継
日
要
花
押
半
分
）

（端
英
書
）

「う
り
口
口
も
ん
の
あ
ん

」

ゆ
っ
り
わ
た
す

し
り
や
う
の
事

合
壱
所
者

（や
ま
し
ろ
の
く
に
か
ミ
の

、し
ゃ
う
と
な
っ
く

）

右
の
し
や
う
ハ
、
四
つ
し
の
し
ん
わ
う
け
よ
り
、
ふ
ち
ハ
ら
の
う
ち
の
女

（い
ま
は
す
け
し
て
ほ
う
ミ
や
う
け
う
ミ
や
う

）に
ゆ
っ

り
給
て
の
ち
、
さ
ら
に
し
さ
い
な
く
ち
き
ゃ
う
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
て
、
ひ
ろ
や
す
に
ゆ
つ
り
給
て
の
ち
、
又
た
ね
ん
ち
き
ゃ
う

す
る
と
こ
ろ
な
り
、
し
か
る
を
ゆ
い
そ
あ
る
に
よ
り
て
、
し
た
ぃ
せ
う
も
ん
を
あ
ひ
そ
へ
て
、
た
ぃ
ら
の
う
ち
の
女
に
な
か
く
ゅ
っ

り
ゎ
た
す
と
こ
ろ
な
り
、
た
の
さ
ま
た
け
な
く
、
し
ら
せ
給
へ
き
状
く
た
ん
の
こ
と
し
、

〔

内
容
の
概
要
〕

私
領
の
山
城
国
上
野
庄
が
、
四
、--
親
王
家
よ
り
藤
原
氏
女
（
，今
出
家
法
名
教
明

）に
、
藤
原
氏
女

（今
出
家
法
名
教
明

）か
ら

（大
中
臣
）（27

山
城
国
上
桂
荘
文
書
目
録
に
っ
い
て

（
二

九
五



〔

内
容
の
検
討
〕

四
、-!:
親
王
か
ら
藤
原
氏
女

（今
出
家
法
名
教
明

）へ
の
讓
与
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
質
入
人
妙
円
・
大
中
臣
広
康
も
藤
原
氏
女
が
教
明
と

す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
た
と
推
認
さ
れ
る

。

【史
料

一
1
（三
）1
①
】
同
様
に
大
中
臣
千
代
松
丸
の
署
判
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る

。
喜
楽
房
円

一一一一自
筆
の
質
取
人

（價
権
者
）

側
作
成
の
讓
状
案
の
土
代
で
あ
る

。
こ
の
讓
状
案
が
質
入
人
妙
円
等
に
提
示
さ
れ
、
質
入
人
に
伝
来
し
た

。
【史
料

一
-
（
二
）1
①
】

で
譲
状
案
に
は
、
広
康
の
み
の
名
を
記
破
す
る
と
し
て
お
り
、
千
代
松
丸
の
署
判
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い

。
さ
ら
に

、
右
記
史
料
に

よ
れ
ば

、
（i
）
四
:i:-
親
王
家
よ
り
藤
原
氏
女

（今
出
家
法
名
教
明

）
に
譲
与
さ
れ

、
（ :

n
）
藤
原
氏
女

（今
出
家
法
名
教
明

）か
ら

（
大
中
臣
）

広
康
へ
譲
与
さ
れ
て
、
（一m
）
（大
中
臣
）
広
康
か
ら
平
氏
女
に
讓
渡
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

。

徳
治
三
年
二
月
一
〇
日

某
日
吉
上
分
物
借
状
案

（「束
寺
百
合
文
書

」
ケ
函
八
号

。
大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
署
日
吉
上
分
物
借
状
案

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料
』
上
巻
、一
三
号
）
の
要
奥
下
の
紙
継
日
一要
花
押
半
分
と
某
讓
状
案

（年
月
日
未
詳

（「東
寺
百
合
文
書

」

ユ
画

一
六
五
号

（
一
）
。
大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
署
讓
状
案

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
一
五
号

（
l
））
の
裏
袖
下
の

（
2
）

紙
継
日
裏
花
押
半
分
と
は

一
致
し
、
一
つ
の
花
押
を
な
す
こ
と
は
、
岩
間
敬
子
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る

。

③

年
月
日
未
詳

某
売
券
案

（「束
寺
百
合
文
書

」
ユ
函

一
六
五
号

（
二
）
。
（徳
治
三
年
）
月
日
未
詳

大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
署

売
券
案

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料
」
上
巻
、
一
五
号

（2
））
。

山
城
国
上
桂
荘
文
-!-
日
録
に
っ
い
て

（
:;;

広
康
へ
、
さ
ら
に
平
氏
女
へ
と
譲
与
さ
れ
た

。
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【史
料

一
1
（
三
）1
③
】

う
り
ゎ
た
す

し
り
ゃ
う
の
事

合
壱
所
者

（
、
、
、
、
、
、
、
）

右
o
か
ミ
の［
］
-
-
n
し
か
る
を
よ
う

く
ぁ
る
に
よ
り
て
、
し
た
い
せ
う
も
ん
を
あ
ひ
そ
へ
て
、

百
貫
文
に
な
か
く
た
い
ら
の
う
ち
の
女
に
、
う
り
ゎ
た
す
と
こ
ろ
也
、
も
し
こ
う
し
に
っ
け
て
、

い
ら
ん
あ
ら
ん
と
き
ハ
、
あ
き
ら
め
さ
た
を
い
た
し
候
へ
し
、

（紙
継
日
裏
花
押
半
分
）

〔

内
容
の
概
要
、一

私
領
の
山
城
国
上
野
庄
を
百
買
文
で
平
氏
女
へ
売
却
す
る

。
上
野
荘
に
対
し
て
公
私
の
い
ず
れ
で
あ
れ
違
乱
が
あ
る
時
は
、
價
務
者
が

（3
）

訴
訟
に
際
し
て
明
沙
汰
を
行
う
と
ぃ
う
違
乱
文
言
を
載
せ
て
い
る

。

〔

内
容
の
検
討

一

大
中
臣
千
代
松
丸
の
署
判
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い

。
喜
楽
房
円
堅
自
筆
の
質
取
人
（債
権
者
）
側
作
成
の
売
劵
案
の
土
代
で
あ
る

。

当
該
文
書
の
左
側
の
要
袖
下
の
紙
継
日
・

要
花
押
半
分
は
、
徳
治
三
年
二
月
一
〇
日

某
日
吉
上
分
物
借
状
案

（「東
寺
百
合
文
書

」
ケ

函
八
号

。
大
中
臣
千
代
松
丸
等
連
署
日
吉
上
分
物
借
状
案

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
卷
、
一
三
号
）
の
裏
奥
下
の
紙
継
目

裏
花
押
半
分
と
同
形
で
あ
る

。
当
該
文
書
の
左
側
の
裏
奧
下
の
紙
継
日
要
花
押
の
半
分
に
対
応
す
る
別
紙
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る

。
そ

（29

山
城
国
上
桂
荘
文
書
日
録
に
っ
い
て

（
二

九
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山
城
国
上
桂
荘
文
一u一一目
録
に
っ
い
て

（
二

llt,
八

の
別
紙
に
は
、
「よ
て
、
の
ち
の
た
め
せ
う
も
ん
く
た
ん
の
こ
と
し
」
「よ
て
、
せ
う
も
ん
く
た
ん
の
こ
と
し
」
「
、

、
」
と
い
う
よ

30

）

う
な
文
面
が
次
紙
に
続
い
て
い
た
と
も
推
定
さ
れ
る

。
し
か
し
、下
部
余
白
部
分
か
ら
み
る
と
次
紙
を
貼
り
継
ぐ
必
要
性
は
考
え
に
く
ぃ
。

別
文
書
が
続
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
今
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い

。

（四
）

二
通

広
康
和
与
状

①

正
和
五

（
一
三

一
六
）
年
五
月
二
〇
日

大
中
臣
広
康

（・
藤
原
氏
女
連
署
）
和
与
中
分
契
約
状

（「東
寺
百
合
文
書

」
み
画

一
二
号

。
大
中
臣
広
康
・
藤
原
氏
女
連
署
和
与
契
約
状

上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
三
七
号
）
。

【史
料

一
1
（
四
）-
①
】

（端
裏
書
）

「上
桂
庄
和
与
中
分
正
文
大
中
置
与
対
必

正
和
五

五

廿

」

契
約

山
城
国
上
桂
庄
事

l

当
庄
の
下
地
已
下
二

於
い
て
ハ
、
云
本
田
畠
、
云
新
田
畠
及
在
家
雑
物
等
、
妙
光
御
前
半
分
、
広
康
半
分
、
く
ゎ
ん
れ
い
を

い
た
す
へ
き
事
、

一
本
家
役
等
、
す
へ
て
当
庄
所
や
く
下
地
配
分
之
旨
を
守
て
、
お
の

く
半
分
、
妙
光
御
前
半
分
と
広
康
半
分
と
、
可
致
沙
汰

事
、



山
城
国
上
桂
荘
文
-l--
目
録
に
っ
い
て

（
-

）

九
九

一
此
所
者

、
祖
母
妙
円
有
可
被
管
領
之
由
結
上
者

、
御

一
期
之
程

、
お
の

く
以
五
石

（弐
石
五
斗
広
康

弐
石
五
斗
妙
光
御

前

）扶
持
を
く
ゎ
ゑ
た
て
ま
っ
る
へ
き
事
、

一
今
度
所
令
拝
領
四
:i-
の

宮
の
御
宛
文
な
ら
ひ
ニ
御
契
状
等
の
正
文
ハ
、
広
康
か
も
と
に
あ
っ
か
り
を
く
に
つ
い
て
、
か
の

あ
ん
も
ん
ニ
は
ん
を
く
ゎ
え
て
、
妙
光
御
前
ニ
わ
た
し
了
、
か
の
正
文
一
人
自
専
す
へ
か
ら
す
、
御
用
之
時
ハ
可
造
事
、

一
か
く
の
こ
と
く
契
約
之
上
ハ
、
若
い
さ

、か
と
い
ふ
と
も
事
を
さ
右
ニ
よ
せ
て
、
表
裏
の
さ
た
を
い
た
し
て
、
事
の
わ
っ
ら

ひ
を
引
出
さ
ん
ニ
お
き
て
ハ
、
所
む
を

一
方
ニ
つ
け
て
管
領
す
へ
し
、
其
時
若
押
妨
訴
訟
に
お
よ
は

、、
別
の
罪
科
二

申
お
こ

な
ハ
る
へ
き
事
、

一
当
庄
参
差
出
来
之
時
者

、
相
互
可
致
同
心
合
申
之
沙
汰
、
就
其
若
ハ
代
、
若
ハ
替
を
下
さ
れ
ハ
、
守
此
契
約
、
可
令
均
分
事
、

右
、
当
庄
者
、
祖
父
故
光
心
之
時
、
子
孫
相
伝
す
へ
き
由
、
四
:i-
の
宮
よ
り

令
旨
を
下
さ
る

、間
、
代
々
管
領
ラ
い
た
す
処

ニ
、
大

（報
寺
殿
よ
り
非
分
ニ
め
し
は
な
た
る
と
ぃ
ゑ
と
も
、
光
心
之
子
孫
と
し
て
、
申
と
こ
ろ
其
い
ひ
あ
る
ニ
よ
て
、
可
領

掌
由
、
重

令
旨
を
下
さ
る

、所
也
、
但
吉
若
丸
に
あ
て

、御
下
文
を
な
さ
る
と
ぃ
へ
と
も
、
光
心
の
後
家
妙
円
井
広
康
・
妙

光
御
前
等
計
也
、
就
之
勒
条
々
篇
日
、
契
状
を
書
通
候
、
若
難

一
事
令
違
犯
者

、
日
本
国
中
大
少
神
祇
冥
道
、
と
り
ゎ
け
北

野
の
天
満
天
神
の
神
罰
真
罰
を
、
加
判
之
器
一・可
蒙
者
也
、
仍
契
状
如
件
、

正
和
五
年
五
月
廿
日

左
衛
門
尉
大
中
臣
広
康

（花
押
）

相

共

藤
原
氏
女

（花
押
）

（別
筆
）

r
こ
の
け
ぃ
し
や
う
の
お
も
む
き
、
一
事
と
ぃ
ふ
と
も
、
き
や
う
こ
う
さ
ら
に
さ
を
い
あ
る
へ
か
ら
す
、
の
ち
の
た
め
に
、
し
ゃ
う

(3 l )



山
城
国
上
桂
荘
文
一一一一一-;日
録
に
っ
い
て

（
一
）

く
た
ん
の
こ
と
し
、

一
〇
〇
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め
う
ゑ
ん

（花
押
）

〔

内
容
の
概
要
〕

大
中
臣
広
康
と
妙
光
御
前

（大
中
臣
氏
女
）
と
の
上
桂
荘
に
関
す
る
契
約
状

（和
与
状
）
で
あ
る

。
内
容
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ

て
い
る

。
一っ
は
、
上
桂
荘
か
ら
の
収
益
・
負
担
を
そ
れ
ぞ
れ
半
分
と
す
る
こ
と

。
二
つ
日
は
、
上
桂
荘
の
領
有
紛
争
に
際
し
、
双
方
が

協
力
し
て
上
桂
荘
の
領
有
権
の
回
復
を
は
か
る

。
そ
の
主
導
権
は
大
中
臣
広
康
が
担
う
こ
と
、
そ
れ
に
と
も
な
ぃ
上
桂
荘
に
関
す
る
四
:

-
:一一-

宮
善
統
親
王
令
旨
や
中
分
和
与
状
の
正
文
は
広
康
が
所
持
す
る
こ
と
か
ら
な
っ
て
ぃ
た

。
そ
れ
に
罰
文
が
副
え
ら
れ
て
い
る

。
ま
た
、
奥

l

;
-

書
と
し
て
祖
母
妙
円
の
担
保
文
言
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

。

〔

内
容
の
検
討
〕

妙
光
御
前
に
宛
て
た
広
康
の
和
与
中
分
契
約
状
で
あ
ろ
う

。
上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」の
「相
共
藤
原
氏
女

」に
傍
注
で

「妙

光

」
と
す
る
が

「妙
光

」は
「大
中
臣

」
で
あ
り
、
花
押
も
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

。
ま
た
、
相
共
は
連
帶
保
証
人
的
立
場
の

人
物
を
指
す
の
で
藤
原
氏
女
は
大
中
臣
妙
光
で
は
な
く
大
中
臣
広
廉
の
配
偶
者
な
ど
と
想
定
さ
れ
る
た
め
妙
光
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る

。
当
該
和
与
中
分
契
約
状
の
文
言
に
は
、
和
与
中
分
契
約
状
の
正
文
は
大
中
臣
広
康
が
所
持
す
る
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
正
文
は
大
中

臣
広
康
と
妙
光
御
前

（
大
中
臣
氏
女
）
の
連
署
判
さ
れ
た
文
書
と
推
定
さ
れ
る

。
そ
れ
ゆ
え
、
【史
料

一
1
（四
）-
①
】
で
は
、
広
康

か
ら
妙
光
御
前
に
対
し
和
与
中
分
契
約
状
の
案
文
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が

、し
か
し
、端
要
書
に
あ
る
通
り
様
式
と
し
て
は
正
文
で
あ
る

。

ま
た
、
妙
円
の
副
書
は
妙
光
御
前
に
対
す
る
担
保
文
言
で
あ
る

。
妙
円
の
花
押
に
関
し
て
徳
治
三
年
二
月
一
〇
日

大
中
臣
千
代
松
丸



等
連
署
売
券

（「東
寺
百
合
文
書

」へ
函

一
一
号

。
上
島
有
編

「山
城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
一
四
号
）
に
あ
る
妙
円
の
花
押
だ
け
が

そ
の
後
に
用
い
ら
れ
て
い
る
r
め
う
ゑ
ん

」
の
花
押
と
異
な
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い

。
紙
継
日
基
一

に
妙
円
と
広
康
の
・

要
花
押
が
あ

る

。②

文
保
元

（一
三
一
七
）
年

一
二
月
一
五
日

大
中
臣
広
康
置
文
写

（「白
河
本

東
寺
百
合
古
文
書

」第
五
九
冊

。
上
島
有
編

「山

城
国
上
桂
庄
史
料

」
上
巻
、
五
〇
号
）

【史
料

一
1
（四
）1
②
】

四
つ
し
の
入
道
親
王
の
御
領
上
か
っ
ら
の
庄
ハ
、
は
ん
ふ
ん
の
領
主
と
し
て
、
内
外
の
さ
た
を
ぃ
た
し
、
よ
ろ
っ
合
力
を
申
へ
き
由
、

正
和
五
年
ニ
さ
た
め
申
候
へ
と
も
、
い
ま
は
か
ひ

く
し
く
ひ
け
ぃ
の
ち
か
ら
あ
る
ま
し
く
候
へ
ハ
、
内
外
に
っ
け
て
御
ひ
け
ぃ
候

て
、
な
か
く

一
ゑ
ん
ニ
め
う
く
ゎ
う
御
せ
ん
御
く
わ
ん
れ
い
候

、
よ
て
正
和
の
契
状
、
な
ら
ひ
に
同
時
の
四
つ
し
と
の

、令
旨
等
も

あ
ぃ
そ
へ
て
、
ま
ぃ
ら
せ
候
へ
き
所
二

彼
文
書
已
下
も
と
め
う
し
な
い
て
候

、
さ
や
う
の
も
ん
そ
に
て
、
わ
つ
ら
ひ
申
候
ハ

、
、
た

う
人
に
て
候
へ
き
上
ハ
、
重
科
二

申
お
こ
な
わ
れ
候
へ
く
候

、
よ
て
の
ち
の
た
め
く
た
ん
の
こ
と
し
、

文
保
元
年
十
二
月
十
五
日

広
康

（花
押
影
）

〔

内
容
の
概
要
〕

上
桂
荘
の
領
有
権
の
回
復
の
責
任
者
で
あ
る
大
中
臣
広
康
が
、
所
持
し
て
い
た
上
桂
荘
か
関
す
る
四
、:i-
宮
善
統
親
王
令
旨
や
中
分
和
与

（33

山
城
国
上
桂
荘
文
1-lF
目
録
に
っ
い
て

（一
）

0



山
域
国
上
:一第

一一一一一u一〈-，-
n一目
録
に
っ
い

て

（
一
）

〇
二

状
の
正
文
を
紛
失
し
た
た
め
自
分
は
辞
退
し
、
上
桂
荘
の
領
有
一確
回
復
一訴
訟
を
妙
光
御
前
に
任
せ
る

。

34

）

〔

内
容
の
検
討
〕

大
中
臣
広
・

願
は
所
持
し
て
き
た
正
和
五

（
一
三
一
六
）
年
五
月
一
六
日
付
四
辻
宮
善
統
親
王
令
旨
二
通
や
中
分
和
与
状
の
正
文
な
ど
を

紛
失
し
た

。
こ
れ
に
と
も
な
い
妙
光
と
合
力
し
て
上
桂
庄
の
奪
還
の
た
め
内
外
の
秘
計
を
実
行
す
る
た
め
の
他
の
支
一証
文
一一M一t-営
の
正
文
・

案

文
も
紛
失
し
た
可
能
性
が
あ
る

。
例
え
ば
、
保
管
さ
れ
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
上
桂
庄
関
係
文
書
と
し
て
質
取
人
に
質
入
れ
し
た
四
、-;l:
親

王
関
係
讓
状
等
の
案
文
や
平
氏
女
へ
提
出
し
た
借
状
・

売
券
・
譲
状

（作
成
は
円
堅
と
推
定
）
正
文
の
案
文
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

。

も
し
、
讓
状
の
案
文
が
存
在
し
て
い
れ
ば
、
妙
光
に
よ
る
上
桂
庄
文
書
寄
進
に
際
し
、
上
島
氏
が
強
一調
す
る
平
氏
女
側
の
讓
状
に
関
す
る

l

5
）

謀
作
文
-
-一一は
見
破
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
ぃ
。


